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被 告は、本準備 書面 にお いて、本件対 象文書 の うち不 開示 とした部分 につ いて、

情報 公開法5条2号 、5号 及 び6号 に該 当す る不 開示 部分 に係 る不 開示事 由の主張

(後記第1な い し第71)並 び に情報 公 開法5条1号 該 当性 につ いて の主張(後 記第

72)を 補充す る。

な お、略語等 は、本 準備書面で新 たに用 いる ものの ほか、従 前 の例 によ る。

第1乙 ①1の 文書 について

1文 書の性質及び内容

本文書は、運輸安全委員会の事故調査部門が、第五十八寿和丸に関する事故

調査 について、調査委託の可否や委託先候補であった団体の適性等を検 討する

ために作成 した文書であり、当該団体の技術 レベル及び現実的な作業可能性等

についての検討内容等が記載された ものである。

2不 開示部分に記載された情報

(1)「 ※部分」について

調査委託先候補であった研究調査実施機関の名称及び所在地。

② 「その余」について

前記研究調査実施機関の研究調査の内容、手法及び結果並びにこれ らに関

する運輸安全委員会の事故調査部門による検討内容等。

3不 開示事由該当性

(1),r※ 部分」が 「特定の者に不当に(中略)不利益を及ぼすおそれがあるもの」

(情報公開法5条5号)に 該当すること

調査委託先候補であった研究調査実施機関の名称等 を開示す ると、当該団

体が運輸安全委員会の事故調査部門による調査に協力 したとの臆測 に基づい

て、外部か らの干渉や不当な批判にさらされるな どの不利益 を被 るおそれが

ある。



② 「そ の余 」 につ いて

ア 「公 にする ことによ り、率直 な意見 の交 換若 しくは意思決定 の中立性が

不 当に損 なわれ るおそれ」(情 報 公開法5条5号)が ある もの に該 当する こ

と

運輸安 全委員会 は、調査委託 先の検 討 に当た って は、技術 レベルや 現実

的な作業可能 性 を始 め として 、当該団体 の適 性 につ いて幅広 い事項 につき

率直 に意見 を交換 し、検 討 を してお り、か つ、そ のよ うな意見交換や検 討

の内容が事故 調査部 門以外 の者 に開示 され る ことはおよそ予定 して いない

と ころで ある。そ のよ うな意見及び検 討の 内容 が開示 され る こととなれ ば、

運輸安全委員会 の船舶事故 調査官(以 下 「調査 官」 とい う。)が 、事実 とは

異な る臆測や混 乱 を招 く危 険 を懸念す るとと もに、調査 委託先 と して検 討

して いる団体 に対 す る外部 か らの指示 、干渉 、不 当な圧 力、報道関係者 か

らの過度な取材 、周辺者か らの詮索等 の危険 を懸 念 し、幅 広 い検 討 を 自制

・ち ゅうち ょ し、調査委託先 の選 定 に当た って の検 討が不十分 にな るな ど、

運輸安 全委員会 として の 自由な意思形 成が阻害 され、 ひいては、意思決定

の中立性 が不 当に損 なわ れ るおそ れが ある。

また、運 輸安全委員 会 は、常設 の事故 調査機 関で あ り、将 来 にわた り同

種 の審 議、検 討 を行 うことが予定 されて い る ところ、一た び、調 査委託先

の検 討に係 る情報が 開示 されれ ば、そ の後 に事故 が発 生 し、同委 員会 によ

る事故 調査 が行われ る に際 して、調査委託 先 の検 討 とい う事故調査 にお け

る重要 な事 項 につ き、調査官が 、検 討 内容 が開示 され る可能性 を意識す る

ことで萎縮 し、将来 にわた り、率 直な意見交 換及 び意 思決定 の中立性 が不

当に損なわれ るおそれが あ る。

イ 「不 当に国民の間 に混乱 を生 じさせる おそれ 」(情 報公開法5条5号)が

ある もの に該 当する こと
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事故 調査 を委 託す るに当た って 、調査委託先候 補で あ った団体の技術 レ

ベル等 の適性 について 、運 輸安全委員 会 による検 討段階 の内容 を明 らかに

す る と、臆測 に基 づ いて事 実 とは異 な る報道が された り、そ れ によ り、国

民に混 乱 を招 くおそれ が ある。

ウ 「当該事 務 沖 略}の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼす おそれ があ る もの 」(情

報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

調査委 託先候補 であ った団体 につ いての検 討 内容 が開示 され る と、調査

官及 び委員 による忌悼 のな い意見が 明 らか とな る ことで、 当該 団体 が望 ま

な い社会 的関心 を集 め る可能性 が あ り、一たびそ うなれ ば、将来 にわた る

事故調 査にお いて 、調 査委託 先 と して選定 の可能性 があ る団体 との信頼関

係が築 けな くな り、そ の結果 、調査委託先 の候補 とな り得 る団体 が検 討資

料の提供 をち ゅうち ょした り、調 査委託 を拒 否す るおそ れ もあ り、運 輸安

全 委員会が行 う事 故原 因の究明 とい う事 務の適正 な遂行 が 困難 とな る。

また 、前記 アで述べ た とお り、調査官が 、調査委託 につ いて幅広 い検 討

を自制 ・ち ゅうち ょす る ことにな ると、事故 原因 の究 明が困難 とな り、そ

うなれ ば、同種事故 の再発防止策 として有効 な提言 をす る ことが不可 能 と

な って、運 輸安全委員会 の事 務 の適正 な遂行 に支 障 を及 ぼす おそ れが ある。

加えて、事故 調査 の分 野 にお いては、調査 の過程で入 手 した情報等 の開

示 につ いて 、厳格 な制限 が課 せ られて いる ところ(乙18「 海上事故 又は

海 上イ ンシデ ン トの安全 調査 のた めの国際基準及 び勧告 され る方式 に関す

るコー ド(事 故調査 コー ド)」2.15.1、2.15.4、13.2、23.1、23.2、25.2、 、

乙19の1及 び2「 国際 民間航空 条約 第13附 属書」5.12b)1)、5.12b)6)、

5.12.1、5.12.4、5.12.6、6.2参 照)、 このよ うな国際ルール があ る中で、

事故 調査たお いて提 供 され た情報 の内容 が、厳格 ではな い水準 で 開示 され

る こととなれ ば、 日本が 国際ルール に準 拠せず に事 故調査 を行 って いる国
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であ ると誤解 され、運輸安全 委員会 の事故 調査機 関 と して の在 り方 につ い

て 、国際機関 ・他 国か らの信頼 を失 う ことにな る。そ の結果 、他 国の事故

調査 当局や他 国の関係 者が、運 輸安 全委員会 の事故調 査 に非協 力的 にな る

とと もに、情報が 開示 され る ことへ の懸念 か ら詳細 な情報 を提供す る こと

を控 えるな どの萎縮効 果が働 き、正確 な事実 の把握 を困難 に し、適確 な事

故調査 とい う同委員会 の 目的が達成 され ないおそれ が あ り、そ の意味で も、

同委員会 の事 務の適正な遂行 に支障 を及 ぼすおそれ があ る。

第2乙 ①2な い し6の 各文書 につ いて

1各 文書 の性質及 び内容

調査 の委託先候補 で あった団体 が保有 し、事 故調査 に用 いる可能 性の あ った

機材 に係 る性能及 び具体 的な作 業手順な どが記 載 され た もので 、運 輸安全委員

会 の事故 調査部 門が、調 査委託先 の選定 に当た って入 手 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 され た情報

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

調査委託 先の選定等 に当た って基礎 とした文献 の名称及び改定 時期。

② 「※2部 分 」 につ いて

調査委託先候補 で あった研 究調査実施機 関の名称等 。

(3)「 その余」 につ いて

調査委託先候 補で あ った研 究調査実施 機関が行 って いる試 験研 究 の内容、

保 有す る機材 の性能 、具体 的な作 業手順等 。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※2部 分」 が 「特定の者 に不 当に(中 略}不 利益 を及 ぼすおそれ が ある も

の」(情 報公開法5条5号)に 該 当する こと

前記第1の3(1)に 同 じ。
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② 「※1部 分」及 び 「そ の余 」 につ いて

ア 「公 にす る ことによ り、率直な意 見の交換 若 しくは意思決定の 中立性 が

不 当に損なわ れ るおそれ 」(情 報公 開法5条5号)が ある もの に該 当する こ

と

調査委託 先の選定 に当た って は、技 術 レベル や現実 的な作業可能性 を始

め と して、当該団体 の適性 につ いて幅 広 い事項 につき率直 に意 見 を交換 し、

検 討す る必要 があ ると ころ、上記各 文書 は、そ のよ うな幅 広 い事項 にわた

る率直な意見交換 及び検 討の基礎 とされた文献 で ある。具体 的 には、 当該

団体 が、そ の試験研 究 に関 し保有 していた機材 であ って、事 故調査 に使用

され る可能性 のあ った機材 につ いて の性能や作業 手順等が 詳細 に記載 され

てお り、このよ うな検 討過程 にお いて基礎 とされ た情報が 開示 された場合、

運 輸安 全委員会 の調査 の方 向性、調査 手法、調査 範囲及び調査 上知 り得 た

情報等 が明 らか とな り、将来 の事 故調査 にお いて、調査事項 が推測 され得

る ことで、外部か らの干渉及 び不 当な圧 力 を受 ける ことによ り、運輸安全

委員会 にお ける率直 な意見交換や 意思決定 の 中立が 不 当に損 なわれ るおそ

れが ある。

イ 「不 当 に国民の 間 に混乱 を生 じさせ るおそれ」(情 報公開法5条5号}が

あ る ものに該 当する こと

事故調 査 を委託す る に当た って 、委託 先候 補で あ った団体 の試 験研 究 の

内容や、技術 レベル等 が明 らかにな るよ うな情報 を開示す る と、臆 測 に基

づ いて事実 とは異な る報 道が され た り、それ によ り、国民 に混乱 を招 くお

それが ある。

ウ 「当該事務 沖 略}の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼす おそれが あ る もの」(情

報公開法5条6号 柱 書 き}に 該 当す るこ と

上記各文書 に記載 され て いる調査 委託先候補 で あった団体 の試験研 究の
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内容や技術 レベル等 に係 る情報 が開示 され る と、 当該 団体 が望 まない社 会

的関心 を集 め る可能性 が あ り、一たびそ うなれ ば、将来 にわた る事故調 査

にお いて、調 査委託先 と して選定 の可能性が あ る団体 との信 頼関係が 築 け

な くな り、そ の結果 、調 査委託先 の候 補 とな り得 る団体が検 討資料 の提供

をち ゅ うち ょ した り、調査 委託 を拒 否す るお それ もあ り、運 輸安全委員 会

が行 う事故原因の究明が困難 となる。

また 、前記第1の3(2)ウ で述 べ た とお り、運 輸安 全委員会 の事故 調査

機 関 と して の在 り方 につ いて、国 際機 関 ・他 国か らの信頼 を失 い、他国 の

事故調 査 当局や他 国の関係者 が、運輸安 全委員会 の事 故調査 に非協 力的 に

な り、運 輸安 全委員 会 の事務 の適正な遂 行 に支 障を及 ぼすおそれ が ある。

第3乙 ①7の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本 文書 は、第 五十八寿和 丸が積載 して いた漁網 の数 量、種類 、各漁網 の寸法、

材質 、編み 目の大 きさ及 び積算重量等 が記載 された もので、酢屋商店 の関係者

が任 意 に提 出 した資料 を基 に、情報提供者 が作成 し、提 供 した もので あ る。

2不 開示部分 に記 載 された情報

(1}「 ※部分」 について

情報提供者 の名称。

② 「その余」 について

第 五十 八寿和 丸の搭載 していた漁網 の数量 、種 類、各漁網 の寸法、材質 、

編 み 目の大 きさ及 び積 算重量等 、 また、 情報 提供 のあった 日付。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※部分」が 「特定の者 に不 当 に(中 略)不 利益 を及 ぼすおそれが ある もの」

(情報公 開法5条5号)に 該 当す る こと
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事故調査 に協 力 した者 の名称等 を開示す る と、同人が外 部か らの干渉や 不

当な批判 にさ らされ るな どの不利 益 を被 るおそ れが ある。

② 「その余」 につ いて

ア 「当該法 人等又 は当該 個人の権利 、競争上 の地位 その他 正 当な利益 を害

するおそれが ある もの」(情 報 公開法5条2号 イ)に 該 当する こと

本文書 に記載 された情報 が開示 されれ ば、カ ツオマ グロ業 を行 う競合他

社 に、酢屋商 店がカ ツオマ グロ業 にお いて使用す る漁網 の種類 や数量等 、

同社の有す る ノウハ ウが 流出す る こととな り、そ の利益 を害す るおそれ が

ある。

イ 「公 にす る ことによ り、率 直な意見 の交 換若 しくは意思決定 の 中立性が

不 当 に損なわれ るおそれ」(情 報公開法5条5号)が ある もの に該 当す るこ

と

運 輸 関係 の事 故等 は様 々な要 因が複 雑 に絡 み合 って 発 生す る場 合 が多

く、調査 段階 にお ける情報収集 は、原 因に関係 のある可能性が定 かで はな

い もの まで含 め、幅広 く収集す る必要が ある と ころ、収集 した情報 の 内容

を明 らか にす る と、事 故原 因につ いて事実 とは異な る臆 測や混乱 を招 くお

それが あ ると ともに、調査官 の情報 収集 の精 度や知見等 に対 し、いわれ の,

な い誹誇 中傷等が され るおそれが ある ことか ら、今後 の事故 調査 にお いて、

調査官 が、幅広 い情報 収集 を 自制 ・ち ゅうち ょし、それ を基 に した、調査

官 同士 、調 査官 と委員 、委員 同士 の率直な意見 交換が損 なわれ 、ひいて は

最終的 な事 故原 因について の意思決定 の 中立性 が不 当に損なわれ るおそれ

が ある。

ウ 「不 当に国民の 間に混 乱を生 じさせるおそれ 」(情 報 公開法5条5号)が

ある もの に該 当する こと

運輸安全委 員会が行 う事故等 の原 因究明 に関 して は、 一般 に社会 の耳 目
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を集 め る傾向 にある と ころ、前記イ の とお り、調査段 階 にあっては、事故

原 因 といえ るか定 かで はな い事 項 につ いて も幅広 く資 料 を収集す る ことに

な る。 そのよ うに幅 広 く収集 された情報 の うち、漁網 の重量 に係 る情報 を

開示す る ことは、漁網 等の搭載物 と事故原 因 との関連 につ いて誤解 や臆測

を招 き、 これ に基づ く報道等 によ り国 民に不 当な混乱 を生 じさせ るおそれ

が ある。

エ 「当該事 務(中 略)の 適正 な遂行 に支障 を及 ぼすお それが ある もの」(情

報公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す るこ と

本文書 に記 載 され た情報 の内容 が開示 され る と、本件事故 調査 に協 力 し

た者が望 まない形で社会 的関心 を集 めるおそれが あ り、一 たびそ うなれ ば、

将来 にわ た る事故調査 にお いて 、事 故調査 に係 る協力依頼 先 との信頼 関係

が築 けな くな り、そ の結果、協 力依 頼先が検 討資料 の提 供 をち ゅうち ょ し

た り、調査協 力 を拒否 す るおそれ もあ り、運 輸安 全委員会 が行 う事故 原因

の究明が 困難 とな る。

また 、前記 第1の3(2)ウ で 述べ た とお り、運 輸安 全委員 会 の事 故調 査

機 関 と して の在 り方 について、 国際機 関 ・他 国か らの信頼 を失 い、他 国の

事 故調査 当局や他 国 の関係 者が、運 輸安 全委員会 の事故調 査 に非協 力的 に

な り、運輸安 全委 員会 の適確 な事故調 査 とい う目的が達成 されな いおそ れ

が ある。

第4乙 ①8の 文書について

1文 書の性質及び内容

本文書は、第五十八寿和丸 と関連性を有する他の船舶について、旧横浜地方

海難審 判理事所が第三 者 に照会 を行 った ところ、 当該第 三者が任 意 に した回答

で ある。
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2不 開示部分 に記 載 された情報

(1}「 ※部分」 につ いて

回答 を した第三 者 の氏 名、役職 及び所属 す る法人(企 業)の 名称。

なお、本不 開示部分 の不開示事 由について は、被告 の令和6年7月17日

付 け準備書面(11)(以 下 「被告準備書 面(11)」 とい う。6ペ ー ジ)で 述 べた

とお りで ある。

② 「その余」 について

第 五十八寿和丸 と関連性 を有 す る他 の船舶 に係 る情報 、 また、回答 のあっ

た 日付 。

3不 開示 事 由該 当性(「 その余」 につ いて}

(1)「 当該 法人等又 は当該個人 の権 利、競争上 の地位その他 正 当な利 益を害す

る おそれ がある もの」(情 報公開法5条2号 イ)に 該 当する こと

本文書 には、第五十 八寿和丸 と関連性 を有 す る他 の船 舶 を所有す る企 業、

建造 した企 業、 また、照会 に回答 した者が所 属す る企業 と上記他 の船舶 との

関連性 に係 る情報が記載 されてお り、 開示 され れば、上記 各企 業 の ノウハ ウ

が流 出す る こととな り、そ の利益 を害 す るおそれが ある。

② 「特定 の者 に不 当に(中 略)不 利 益を及 ぼす おそれが あ るもの」(情 報公 開

法5条5号)に 該 当する こと

第 五十八 寿和 丸 と関連性 を有す る他 の船舶 に関す る具体 的な情報 を開示 す

る と、 当該他 の船舶 の関係 者が、本件 事故 の原 因につ いて周 囲か ら詮索 をさ

れ た り、臆測 に基づ く報道 がな されて社 会的評価 が低 下す るな ど、 前記(1)

で述 べた各企業 に不 利益 を及 ぼす おそれが ある。

(3)「 率直な意見 の交換若 しくは意 思決定の 中立性が不 当 に損なわれ るおそれ」

(情報公 開法5条5号)が ある もの に該 当す るこ と

本 文書 に記載 された情報が 開示 されれ ば、運輸安全 委員会が 、本件事故 の
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原 因究 明調査 に当た って、第五十八 寿和丸 と、 どの よ うな関連性 を有す る他

の船舶 につ いて、 いかな る情報 を入手 したかが 明 らか にな り、運 輸安全委員

会 の行 う調査 にお ける関心事 、手法等 が明 らか にな る。そ して、調査 の方 向

性及 び調査手法 が明 らか になれ ば、将来 の事 故調査 にお いて 、調 査事項が推

測 され 得 るこ とで、外部か らの干渉及 び不当な圧 力 を受 ける ことによ り、 こ

れ を懸 念す る調査官 が 同様 の手法 によ り幅広 く情報 収集 をす る ことを自制 ・

ち ゅうち ょ し、そ の結果、率直 な意見交換 が不 当に損なわれ、 ひいては最終

的 な事 故原 因 につ いて の意 思決 定 の 中立性 が不 当に損 なわ れ るおそ れ が あ

る。

(4)「 不 当 に国民の 間 に混乱を生 じさせる おそれ 」(情 報 公開法5条5号)が あ

る もの に該 当する こと

運輸安全委員 会が行 う事故等 の原 因究 明 に関 して は、調査段 階 にあって は、

事 故 原 因 と直接 関係 す るか定 か でな い事 項 につ いて も幅 広 く資料 を収 集 す

る。そ のよ うに幅広 く収集 された情報 の うち、第五十八 寿和 丸 と関連性 を有

す る他 の船舶 に関す る情報 を開示す る ことは、 記載 され た他 の船舶 の特徴 と

事故 原 因との関連 につ いて 誤解 や臆測 を招 き、 これ に基づ く報道 等 によ り国

民に不当な混乱 を生 じさせ るおそ れが ある。 一

(5)「 当該事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすおそれ が ある もの」(情 報

公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

第5乙 ①9及 び10の 文書について

1文 書の性質及び内容

第五十八寿和丸に係る船舶国籍証書及び これ に付属す る検認指定書であ り、

本件事故調査に際 し、酢屋商店の関係者が任意に提出したものである。
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2不 開示部分 に記載 された情 報

(1}「 所 有者欄」 につ いて

酢 屋商店 の所在 地。

② 「その余」 について

第五 十八寿和丸 の船舶番 号、証書番 号、 同船 の船籍 港、 同船 を建造 した造

船所 の名称、 同船 各所 の容積 、証 明及 び検認 の 日付等が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 所有 者欄」が 「特定 の者 に不 当 に 仲 略)不 利益 を及 ぼす おそれ がある も

の」(情 報 公開法5条5号}に 該 当する こと

本件事故 は、複数 名が死亡 す るな ど甚大な被害が発 生 し、また、社会の耳

目を集 め、連 日にわ た って大 き く報道 された もので あ ると ころ、酢 屋商店 の

所在地 を開示す る と、 これが 、昨今普及 してい るSNS等 を通 じて広 く伝播

され、外部 か ら訪 問 を受 けた り郵送物 を送 られた りす るな どによ り、酢屋商

店が不 当な圧力、干渉 、詮索及 び批判 にさ らされ るな どの不利益 を被 るおそ

れが ある。

② 「その余」 につ いて

ア 「当該法 人等又 は当該個人 の権利、競争上 の地位そ の他 正 当な利益 を害

するおそれが ある もの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当す るこ と

上記各 文書 に記載 された情報 が 開示 されれ ば、漁業 を行 う競合他社 にお

いて、第五十 八寿和丸 の性能 ない し漁獲量 、漁 船 と しての使 用期 間等 を一

定程度、推認 す る ことがで きる と考 え られ 、そ うなれ ば、酢屋商店 の有 す

る ノウハ ウが流 出す る こととな り、そ の利益 を害す るおそれが ある。

イ 「公 にす る ことによ り、率直な 意見の交換若 しくは意思決定 の 中立性が

不 当 に損なわれ るおそれ 」(情 報公 開法5条5号)が あるもの に該 当す る こ

と
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第3の3(2)イ に同 じ。

ウ 「当該事 務(中 略)の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼすおそ れが ある もの」(情

報 公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す るこ と

上記各 文書 に記載 され た情報 の内容 が 開示 され ると、酢 屋商店 の関係 者

が望 まな い形で社会 的関心 を集 めるおそれが あ り、一 たびそ うなれ ば、将

来 にわた る事 故調査 にお いて、事故 関係者 との信 頼関係が 築けな くな り、

そ の結果 、事故 関係者が検 討資料 の提 供 をち ゅうち ょ した り、調査協 力 を

拒否 す るおそ れ もあ り、運 輸安全委員 会が行 う事 故原 因の究 明が困難 とな

る。

また 、前記 第1の3(2)ウ で述 べ た とお り、運 輸安全 委員会 の事故 調査

機 関 と して の在 り方 につ いて、国際機 関 ・他国か らの信頼 を失い、他 国の

事故 調査 当局や 他国の関係者 が、運輸安 全委員会 の事 故調査 に非 協力的 に

な り、運輸安全 委員 会 の適確 な事故調査 とい う目的が達成 され な いおそれ

が あ る。

第6乙 ①11及 び60の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

第五十 八寿和丸 に係 る船舶検査 証書で あ り、本 件事故 の調査 に際 し、酢 屋商

店の関係者 が任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 された情 報

第五十八 寿和丸 の船舶番 号、 同船の船籍港 、証書 の発行 日及び航行 上の条件

等 が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

前記第5の3② に同 じ。

第7乙 ①12及 び61の 文書 について
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1文 書 の性 質及 び 内容

第五十 八寿和丸 に係 る船舶検 査手帳で あ り、本件事故 調査 に際 し、酢屋商店

の関係者 が任意 に提 出 した もので あ る。

2不 開示部分 に記 載 された情 報

第五十八 寿和 丸 の船 舶番 号、 同船の船籍港 、航行上 の条件、検査 の結果 等が

記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 当該法人等 又は 当該個 人の権利 、競争上 の地位そ の他 正 当な利益 を害す

るおそれがあ る もの」(情 報公 開法5条2号 イ}に 該 当する こと

前記第5の3(2)ア に同 じ。

② 「公 にする こ とによ り、 率直な意見 の交換若 しくは意思決定 の中立性が不

当 に損なわれる おそれ 」(情 報公 開法5条5号)が ある もの に該 当す ること

前記第5の3(2)イ に同 じ。

(3)「 不 当 に国 民の 間 に混乱 を生 じさせ るお それが あ る もの」(情 報公 開法5

条5号)に 該 当する こと

運輸安全 委員 会が行 う事故等 の原 因究 明に関 して は、一般 に社会 の耳 目を

集め る傾 向に あると ころ、調査段 階 にあっては、事故 原 因といえるか定 かで

はな い事項 につ いて も幅広 く資料 を収集す る。そ のよ うに幅広 く収集 された

情報 の うち、第五十八 寿和 丸 の検査結 果等 、性 能 ・属性 に係 る情報 を開示す

る ことは、 当該情報 と事故 原 因との関連 について誤解や臆測 を招 き、 これ に

基 づ く報道等 によ り国民 に不 当な混乱 を生 じさせ るおそ れが ある。

(4)「 当該 事務(中 略}の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼすお それ が ある もの」(情 報

公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第5の3(2)ウ に同 じ。
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第8乙 ①13及 び59の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び内容

第五十八 寿和 丸 に係 る動 力漁 船登録票 であ り、本件事故 調査 に際 し、酢屋商

店の関係者が任意 に提 出 した もので あ る。

2不 開示部分 に記 載 された情 報

(1)「 所有者欄 ・使 用者欄」 につ いて

酢屋商店 の所在 地、第五 十八寿和丸 を使用す る法 人の名称及び所在 地。

② 「その余」 について

第五十八寿和 丸の漁業 種類 ・用途 、無線性能 、 同船 を建造 した法 人の名称

・所在地、 同船 の機 関 の型 式等 が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 所 有者欄 ・使 用者欄」 が 「特定 の者 に不 当 に(中 略)不 利益 を及 ぼす おそ

れが ある もの」(情 報 公開法5条5号)に 該 当する こと

本 件事 故 は、複 数名が死 亡す るな ど甚大な被 害が発生 し、また、社会 の耳

目を集 め、連 日にわた って大 き く報道 された ものであ ると ころ、酢屋商店 の

関係者 の所在地や 、同船 を使 用す る法人の名称及 び所 在地 を開示 す ると、 こ

れが 、昨今普及 してい るSNS等 を通 じて広 く伝 播 され、外部か ら訪問 を受

けた り郵 送物 を送 られ た りす るな どによ り、不 当な圧 力、干渉、詮 索及び批

判 にさ らされ るな どの不利益 を被 るおそれ があ る。

② 「その余 」 につ いて

前記第5の3(2)に 同 じ。

第9乙 ①14、27及 び41の 文書について

1文 書の性質及び内容

酢屋商店が所有する第五十八寿和丸及びその僚船以外の船舶(以 下 「他の船
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舶」 とい う。)に 係 る船舶検 査 証書で あ り、本 件事故 調査 に際 し、酢屋 商店 の

関係者 が任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記 載 された情報

他 の船舶 の船種 、名称 、船舶番 号、 同船の船籍港 、総 トン数及 び全長、 同船

を所有 す る法人 の名称 、航行上 の条件 、証書 の交付 日等が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 当該 法人等又 は 当該個 人の権 利、競争 上の地位そ の他正 当な利 益を害す

るおそれが ある もの」(情 報公開法5条2号 イ)に 該 当す ること

上記各 文書 に記 載 された情報 が開示 され れば、漁業 を行 う競合他社 にお い

て、酢 屋商店が所有 す る船舶 に係 る性能 ない し漁獲量 、漁 船 と して の使 用期

間等 を一定 程度 、推認 す る ことが でき る と考 え られ、そ うなれ ば、酢 屋商店

の有す る ノウハ ウが流 出す る こととな り、そ の利益 を害 す るおそれが あ る。

② 「率直な 意見の交換若 しくは意思決定 の 中立性が不 当に損なわれ るおそれ 」

(情報公開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

前記第3の3(2)イ に同 じ。

(3)「 当該事務(中 略)の 適 正 な遂行 に支障 を及 ぼすおそれ が ある もの 」(情 報

公 開法5条6号 柱 書き)に 該 当す る こと

前記 第5の3(2)ウ に同 じ。

第10乙 ①15、28及 び42の 文書 につ いて

1文 書 の性 質及び 内容

他 の船舶 に係 る船舶検 査手 帳であ り、本 件事故調査 に際 し、酢 屋商店 の関係

者が任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 され た情報

他 の船 舶の船舶番 号、型式 、構造 、航行 上の条件、検査 の結果等 が記載 され
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て いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 当該法 人等 又 は当該 個人の権利 、競争上 の地位そ の他正 当な利益 を害す

るおそれが ある もの」(情 報 公開法5条2号 イ)に 該 当する こと

前記第9の3(1)に 同 じ。

② 「率直な意 見の交換若 しくは意思決定 の 中立性が 不 当に損 なわれ るおそれ」

(情報公開法5条5号)が あ るもの に該 当す る こと

前記第9の3(2)に 同 じ。

(3}「 不 当に国民 の間 に混乱 を生 じさせるおそれ 」(情 報公 開法5条5号)が あ

る もの に該 当す る こと

運 輸安 全委員会が行 う事故等 の原 因究 明に関 して は、調査段 階にあ って は、

事故 原因 といえるか定 かで はない事項 につ いて も幅広 く資料 を収集す る。そ

のよ うに幅広 く収集 された情報 の うち、他 の船舶 に係 る検査 に係 る情報 を開

示す る ことは、 当該情 報 と事故 原 因との関連 につ いて 誤解や臆測 を招 き、 こ

れ に基 づ く報 道等 によ り国民 に不 当な混乱 を生 じさせ るおそ れが ある。

(4)「 当該 事務(中 略)の 適正 な遂行 に支 障を及 ぼす おそれ があ る もの」(情 報

公開法5条6号 柱 書 き)に 該 当する こと

前記第5の3(2)ウ に同 じ。

第11乙 ①16及 び43の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び内容

他の船舶 に係 る動力漁船登録票 で あ り

係 者が任意 に提 出 した もので ある 。

2不 開示部分 に記載 され た情報

(1)「 所 有者欄 ・使用者欄 」 につ いて

、本件事 故調査 に際 し、酢屋 商店 の関
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他 の船舶 を所有 する法人の所在 地、同船 を使用す る法人の名称及 び所在 地。

② 「そ の余」 について

他 の船舶の漁業種類 ・用途 、無線性能 、 同船 を建造 した法 人の名称 ・所在

地、 同船の機関 の型式等 が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

川 「所有者 欄 ・使 用者 欄」が 「特定の者 に不 当に(中 略)不 利益 を及 ぼすおそ

れが ある もの」(情 報公 開法5条5号)に 該 当す る こと

前記第8の3日)に 同 じ。

② 「その余 」 につ いて

前記第9の3に 同 じ。

第12乙 ①17、18、22、23、29、30、35、36、44、48、4

9、53及 び54の 文書 につ いて

1文 書 の性質及 び内容

第五十八寿和 丸 の僚船(以 下 「僚 船」 とい う。)に 係 る船舶国籍証書及 び これ

に付属す る検認 指定書で あ り、本 件事 故調査 に際 し、第五 十八寿和丸及 び僚船

を所有す る酢屋 商店の関係者が 任意 に提 出 した ものであ る。

2不 開示部分 に記載 された情報

川 「所有者欄」 につ いて

酢屋商店 の所在 地。

② 「その余」 について

僚船 の船舶番号 、証書番号 、僚 船の船籍港、僚船 を建造 した造 船所 の名称 、

同船各所の容積 、証明及び検 認 の 日付等 が記載 され てい る。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 所有者欄 」が 「特定 の者 に不 当 に(中 略)不 利益 を及 ぼすおそれ が ある も
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の」(情 報公開法5条5号)に 該 当する こと

前記第5の3(Dに 同 じ。

② 「そ の余 」 につ いて

ア 「当該法 人等又 は 当該個人 の権利 、競 争上の地位 その他正 当な利益 を害

する おそれ がある もの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当す るこ と

各文書 に記載 され た情報 が 開示 されれ ば、漁業 を行 う競合他 社 にお いて 、

酢屋商店 が所 有す る僚 船 に係 る性能な い し漁 獲量、漁 船 と して の使用期 間

等 を一定 程度、推認す る ことが でき る と考 え られ 、そ うなれ ば、酢屋 商店

の有 す るノウハ ウが流 出す ること とな り、そ の利益 を害す るおそれが ある。

イ 「率直な 意見 の交換若 しくは意 思決定の 中立性が不 当 に損なわれる おそ

＼ れ 」(情 報公 開法5条5号}が ある もの に該 当す るこ と

前記第3の3② イ に同 じ。

ウ 「当該 事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすおそれ が ある もの 」(情

報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

前記 第5の3(2)ウ に同 じ。

第13乙 ①19、24、31、37、50及 び55の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び内容

僚船 に係 る船舶検 査証 書で あ り、本 件事故 調査 に際 し、酢屋商店 の関係 者が ・

任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 された情報

僚 船の船舶番 号、 同船 の船籍港 、航行 区域 又は従業 制限、最大搭載 人員数 等

が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

前記第12の3(2)に 同 じ。
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第14乙 ①20、32及 び38の 文書 につ いて

1文 書 の性 質及 び内容

僚船 に係 る船舶検 査手帳で あ り、本 件事 故調査 に際 し、酢屋商店 の関係者 が

任意 に提 出 した ものであ る。

2不 開示部 分 に記載 され た情報

僚船 の船舶番号 、型式、構造 、航行 上の条件、検査 の結果等が記載 されて い

る。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 当該法 人等又 は当該個人の権 利、競争上 の地位そ の他正 当な利益 を害す

るおそれが ある もの」(情 報 公開法5条2号 イ)に 該 当する こと

前記第12の3(2)ア に同 じ。

② 「率直な意 見の交換若 しくは意思決定 の 中立性が不 当 に損なわれ るおそれ」

(情報 公開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

前記第12の3(2)イ に同 じ。

(3)「 不 当に国民 の間 に混乱 を生 じさせるおそれ」(情 報公 開法5条5号)が あ

るもの に該 当す る こと

運輸安全委員会が行 う事故等の原因究明に関しては、一般に社会の耳 目を

集 める傾向 にある と ころ、調 査段 階にあ って は、事故 原 因といえ るか定 かで

はな い事 項 について も幅広 く資料 を収集 す る。そ のよ うに幅広 く収 集 され た

情報 の うち、僚船 の検 査 に係 る情報 を開示す る ことは、 当該情報 と事故原 因

との関連 につ いて誤解 や臆測 を招 き、 これ に基づ く報道 等 によ り国民 に不 当

な混乱 を生 じさせ るおそ れが ある。

(4)「 当該 事務(中 略}の 適 正な遂行 に支 障 を及 ぼす おそれが ある もの」(情 報

公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す るこ と
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前 記 第5の3(2)ウ に 同 じ。

第15乙 ①21、26、33、40、47、52及 び57の 文書 につ いて

1文 書 の性 質及び 内容

僚船 に係 る動 力漁 船登録票で あ り、本件事 故調査 に際 し、酢屋 商店 の関係者

が任意 に提 出 した ものであ る。

2不 開示部 分 に記載 された 情報

(1}「 所有者 欄 ・使用者欄 」 につ いて

僚 船を所 有す る法 人の所在 地、僚 船 を使用す る法人の名称及 び所 在地。

② 「その余 」 につ いて

僚船 の漁 業種類 ・用途 、無線性能 、僚船 を建造 した法 人の名称 ・所在 地、

僚船 の機 関の型式等が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 所有者欄 ・使 用者欄」 について

前記第8の3(1)に 同 じ。

② 「その余」 につ いて

前記第12の3(2)に 同 じ。

第16乙 ①25及 び51の 文書 につ いて

1文 書 の性 質及 び内容

僚 船 に係 る船舶検 査手帳で あ り、本件事故 調査 に際 し、酢屋 商店の関係者が

任意 に提 出 した ものであ る。

2不 開示部 分 に記載 され た情報

僚船 の船舶番号 、型式、構造 、航行 上 の条 件、検査 の結果等が記載 されて い

る。
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3不 開示事 由該 当性

前記第12の3(2)に 同 じ。

第17乙 ①34の 文書 につ いて

1文 書 の性 質及び 内容

本文 書は、僚船 の完 成図書 の一部で あ る同船 の一般 配置 図であ り、本件事故

調査 に際 し、関係者 が任 意 に提 出 した もので ある。なお、一般配 置図 とは、船

舶 の全体 を図面で表 した もので、船舶 の形状、寸法 、内部構造 、仕様等が記載

されて いる。

2不 開示部分 に記 載 された情報

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

酢屋商店 の所在 地。'

② 「※2部 分」 につ いて

僚船 を設計 した法人 の名称 。

(3)次 長、課長欄

僚船の設計 関係者 の姓。

なお、本不 開示 部分 の不 開示事 由 について は、被告準備書 面(11)(7ペ ー

ジ)で 述 べた とお りであ る。

(4)「 その余 」 につ いて

僚船 の船舶の形状 、寸法、内部 構造 、仕様等 が 図面 によ り記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分」及 び 「※2部 分 」が 后特定 の者 に不 当 に(中 略}不 利 益を及 ぼ

すおそれが ある もの」(情 報 公開法5条5号)に 該 当する こと

本件事故 は、複数名が死 亡す るな ど甚大 な被 害が発 生 し、 また、社会 の耳

目を集 め、連 日にわた って大 き く報 道 され た もので あ ると ころ、当該事故 を
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起 こ した第五十八 寿和 丸及びそ の僚船 を所有 す る法 人の所在 地や、 僚船 を設

計 した法 人の名称 を開示す る と、 これが 、昨今普及 してい るSNS等 を通 じ

て広 く伝播 され、外部 か ら訪 問 を受 けた り郵 送物 を送 られた りす るな どによ

り、不 当な圧 力、干渉 、詮索及 び批判 にさ らされ るな どの不利益 を被 るおそ

れ が ある。

② 「その余」 につ いて

ア 「当該法 人等又 は当該個 人 の権 利、競争上 の地位 そ の他 正 当な利益 を害

するおそれが ある もの」(情 報公 開法5条2号 イ}に 該 当する こと

本文書 に記載 された情報 が 開示 されれ ば、漁 業 を行 う競合他社 にお いて 、

僚 船の性能 ない し漁獲 量、漁船 と して の使用期 間等 を一定 程度、推認す る

ことがで きる と考 え られ、そ うなれば、酢屋 商店の有す る ノウハ ウが流 出

す る こと とな り、そ の利益 を害す るおそ れが ある。

また、一般配 置図 を含 む完成 図書は、 当該 船舶の構造 、性 能等 の情報 が

詳 細 に記載 された資 料で あって、 一般 的に 当該 船舶 を建造 した造 船所(以

下 「建造 造 船所 」 とい う。)が 著作権 を有 す る。本来 で あれ ば、本 船用 が

当該 船舶 に備 え付 け られ て、運航 、保 守、修復等必 要 の際に使 用 され、 船

主用 が船主な い し造船所 にお いて保管 され、船 舶の保守 点検や 、改造 の際

の資 料 と して使 用 され る もので 、 これが 開示 されれば、漁船 を設計す る競

合他社 において、僚船を設計した建造造船所の有す るノウハウが流出する

こととな り、 同法 人の利益 を害す るおそれ が ある。

イ ・ 「公 にす るこ とによ り、率 直な意 見の交換若 しくは意思決定 の中立性が

不 当 に損 なわれ る おそれ があ る もの」(情 報 公 開法5条5号)に 該 当す る

こと

前記第3の3(2)イ に同 じ。

ウ 「当該 事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支 障 を及 ぼす おそれ があ る もの」(情
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報 公開法5条6号 柱 書 き)に 該 当する こと

前記第3の3② エ に同 じ。

第18乙 ①39の 文書 について

1文 書 の性 質及び 内容

本文書 は、僚船 に係 る立入検査 記録簿で あ り、本件事 故調査 に際 し、酢屋 商

店の関係者 が任意 に提 出 した もの である。

2不 開示部分 に記載 された情報

僚船 の船舶番号 、同船 の船籍港 、中間検 査 にお いて行 われた設備確認 の結果

等 が記載 され てい る。

3不 開示事 由該 当性

前記第14の3に 同 じ。

第19乙 ①45の 文書 につ いて

1文 書 の性質及 び内容

僚 船 に係 る船 舶検 査証書 であ り、本件事 故調査 に際 し、酢屋 商店 の関係者 が

任意 に提 出 したものであ る。

2不 開示 部分 に記載 され た情報

(1)「 ※部分」 につ いて

僚 船の所有者 の名称 。

② 「そ の余」 につ いて

僚船 の船舶番号 、同船 の船籍 港、航行 区域 又 は従 業制限、最 大搭 載人員数

等が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

川 「※部 分」が 「特定 の者 に不 当 に(中 略)不 利 益を及 ぼすおそれが ある もの」
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(情報公 開法5条5号)に 該 当する こと

本件事故 は、複数名が死 亡す るな ど甚大 な被 害が発 生 し、 また、社会 の耳

目を集 め、連 日にわた って大 き く報道 され た もので ある ところ、 当該事 故 を

起 こした僚船 の所有者 の名称 を開示す る と、 これが、 昨今普及 して いるSN

S等 を通 じて広 く伝播 され 、外部 か ら訪 問を受 けた り郵 送物 を送 られ た りす

るな どによ り、不 当な圧 力、干渉 、詮 索及び批 判 にさ らされ るな どの不利 益

を被 るおそれが ある。

② 「その余」 につ いて

前記第12の3(2)に 同 じ。

第20乙 ①46及 び56の 文書 につ いて

1文 書 の性 質及 び 内容

僚 船に係 る船舶検査 手帳で あ り、本件事故 調査 に際 し、酢屋 商店 の関係者が

任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記 載 された情 報

(1)「 ※部分」 につ いて

僚船 の所有者 の名称。

② 「そ の余」 につ いて

僚船 の船舶番 号、 同船 の船籍 港、検査 の結果等 が記載 され てい る。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※部分」 について

前記第19の3(1)に 同 じ

② 「その余」 について

前記第14の3に 同 じ。
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第21乙 ①58の 文 書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容'

酢屋商店 が加入 して いた漁船保 険 に係 る文書で あ り、情報提供者が任意 に提

出 した もので あ る。

2不 開示部分 に記載 された情報

(1)「 ※部分 」 につ いて

酢屋商店 が加入 して いた漁 船保 険の契約相手方 の名称、所在地 。

② 「その余」 につ いて

酢屋商店 が加入 して いた漁船保 険の契約 関係 に係 る情報 、保険 の手続 き に

当た って収集 された本 件事 故 に係 る情報 、損 害調査 の内容等 が記載 され て い

る。

3不 開示事 由該 当性

(1}「 ※部分」が 「特定 の者 に不 当に(中 略)不 利益 を及 ぼすおそれが ある もの 」

(情報 公開法5条5号)に 該 当す る こと

本件事故 は、複 数名が死 亡す るな ど甚大 な被 害が発 生 し、また、社会 の耳

目を集 め、連 日にわた って大 き く報道 された もので ある ところ、 当該事故 を

起 こした第五十 八寿和丸が加 入 して いた漁船保 険の契約相 手方法 人 の名称や

所在 地 を開示す ると、 これ が、昨今普 及 して い るSNS等 を通 じて広 く伝 播

され 、外 部か ら訪 問 を受 けた り郵送物 を送 られ た りす るな どによ り、不 当な

圧 力、干渉、詮索 及び批判 にさ らされ るな どの不 利益 を被 るおそ れが ある。

② 「その余」 につ いて

ア 「当該法人等又 は 当該個 人の権利 、競争上 の地 位その他正 当な 利益 を害

す るおそれ があ る もの」(情 報 公開法5条2号 イ)に 該 当する こと

本 文書 に記載 され た情報が 開示 されれ ば、漁業 を行 う競合他社 にお いて、

酢屋 商店が加入 して いた漁 船保険 の契 約内容等 が明 らか にな り、同法 人に
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お ける事故等 の危機管 理 に係 るノウハ ウが流 出す る こととな り、 同法 人の

利益 を害す るおそれが ある。

また、保険 の契約相手方 法人が保 険の手続 き に当た って収 集 した情報 、

損 害調査 の内容が 開示 され れ ば、 同法 人の有す る ノウハ ウが、漁船保険 を

取 り扱 う競合他社 に流 出す る こととな り、その利益 を害す るおそ れが ある。

イ 「率直な意見 の交換若 しくは意思決定 の中立性が 不 当に損 なわれるおそ

れが ある もの」(情 報公開法5条5号)に 該 当する こと

前記第3の3(2)イ に同 じ。

ウ 「不 当 に国民の 間 に混乱 を生 じさせ るおそ れが ある もの」(情 報 公開法

5条5号)に 該 当す る こと

運輸安 全委員会 が行 う事故等 の原 因究 明に関 して は、一般 に社 会の耳 目

を集 め る傾向 にあ ると ころ、 調査 段階 にあって は、事 故原 因 といえ るか定

かで ない事 項 について も幅広 く資 料 を収集す る。そ のよ うに幅広 く収集 さ

れ た情報 の うち、漁 船保険 に係 る情報 を開示 す る ことは、 当該 情報 と事故

原 因 との関連 について誤解 や臆測 を招 き、 これ に基 づ く報 道等 によ り国民

に不 当な混乱 を生 じさせ るおそれが ある。

エ 「当該事務(中 略)の 適正な遂 行 に支障 を及 ぼす おそれが あ る もの」(情

報公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す るこ と

前記第5の3(2)ウ に同 じ。

第22乙 ①62、69な い し76、80、82、84な い し87、89な い し9

4、97、98及 び100の 文書 につ いて

1文 書 の性質及 び内容

第 五十八寿和丸 の完成 図書 の一部で あ り、本件事故 調査 に際 し、 関係者 が任

意 に提 出 した もので あ る。
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2不 開示部分 に記載 され た情報

(1)「 ※部分」及 び 「※1部 分」 につ いて

第 五十八寿和丸 を設 計 した法人 の名称。

② 「その余」 につ いて

第五 十八寿和丸 の構 造、性能 、搭載品 、臓装 品等 に係 る詳細 な情報が記載

され てい る。なお、僚 船の設計 関係者 の姓 も記載 され て いるが 、同記載部分

は情報公 開法5条1号 の不 開示事 由に該 当す る。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※部分 」及 び 「※1部 分」が 「特 定の者 に不 当に(中 略)不 利益 を及 ぼす

おそれが あるもの」(情 報公 開法5条5号)に 該 当す る こと

本件事故 は、複数名が死亡 す るな ど甚大 な被 害が発 生 し、 また 、社会 の耳

目を集 め、連 日にわた って大 き く報道 され た もので ある ところ、 当該事 故 を

起 こ した第五十 八寿和丸 を設 計 した法 人の名称 を開示す る と、 これが、 昨今

普 及 して いるSNS等 を通 じて広 く伝播 され 、外 部か ら訪 問 を受 けた り郵 送

物 を送 られ た りす るな どによ り、不 当な圧 力、干 渉、詮索及 び批判 にさ らさ

れ るな どの不利益 を被 るおそれが あ る。

② 「その余」 につ いて

ア 「当該法人等又 は 当該個人 の権 利、競 争上の地位 その他正 当な利益 を害

す るおそれ があ るもの」 〔情報公 開法5条2号 イ)に 該 当する こと

前記 各文書 に記載 された情報 が開示 されれ ば、漁 業 を行 う競合他 社 にお

いて 、第五十八寿和丸 の性能 ない し漁獲 量、漁船 として の使用期 間等 を一

定程度 、推認す る ことがで きる と考 え られ、そ うなれ ば、 同船 を所有す る

法人 の有 す るノウハ ウが流 出す る こととな り、 同法 人の利益 を害す るおそ

れが ある。 、

また 、完 成図書 は、当該船舶 の構 造、性能 等 の情報 が詳細 に記載 された
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資料で あ って、一般 的 に建造造船所 が著作権 を有す る。完 成図書 は、本 船

用 が 当該船舶 に備 え付 け られ て、運航 、保守、修復 等必要 の際 に使用 され 、

船主用が船主 な い し造 船所 にお いて保 管 され 、船舶 の保 守点検 や、改造 の

際の資料 として使用 され る もので あ り、一般 に公 開され る ことが予定 され

ていな い もので あると ころ、 これ が開示 されれ ば、漁船 を設計す る競合他

社 にお いて、 第五十 八寿和丸 を設 計 した法人 の有 す るノウハ ウが流 出す る

こととな り、 同法 人の利益 を害 す るおそれ が ある。

イ 「公にすることによ り、率直な意見の交換若 しくは意思決定の中立性が

不 当 に損なわれ るおそれが ある もの」(情 報公 開法5条5号)に 該 当する こ

と

前記 第3の3② イに同 じ。

ウ 「当該 事務(中 略}の 適 正な遂行 に支 障を及 ぼす おそれ があ る もの」(情

報公 開法5条6号 柱書 き}に 該 当する こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

第23乙 ①63、81及 び83の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

第五十八 寿和 丸 の完成 図書の一部で あ り、本 件事故調査 に際 し、関係 者が任

意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記 載 された情報

第五十八寿和 丸 の機 関室 の構 造、 レイ アウ ト、寸法 、性能 、搭載 品等 に係 る

詳 細な情報が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性 ・

前記第22の3(2)に 同 じ。
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第24乙 ①64の 文書 につ いそ

1文 書 の性質 及び 内容

第五十 八寿和丸が積載 して いた漁網 の数 量、寸法及 び材質等が記載 された も

ので、酢屋 商店の関係者 が任 意 に提 出 した もので あ る。

2不 開示部分 に記載 された情報

(1)「 ※部分 」につ いて

資料提 出者 の氏 名。

なお、本 不開示部分 の不 開示事 由につ いては、被告準 備書面(11)(8及 び

9ペ ー ジ)で 述べ た とお りであ る。

② 「その余」 につ いて

第五十八寿和丸 の搭載 して いた漁網 の数 量、寸法 、材 質等。

3不 開示事 由該 当性

前記第7の3に 同 じ。

第25乙 ①65の 文書 につ いて

1文 書の性 質及 び 内容

他 の船 舶の完成 図書 の一部で あ る一般配 置図で あ り、本件事故調査 に際 し、

関係者が任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記 載 された 情報

川 「※部分」 につ いて

他 の船舶 を設 計 した法 人の名称。

② 「その余」 につ いて

他 の船舶 の形状、寸法 、内部構造 、仕様等 が図面 によ り記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※部分」が 「特定の者 に不 当に 仲 略)不 利益 を及 ぼす おそれ がある もの」
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(情報 公開法5条5号)に 該 当する こと

本 件事故 は、複数名が死 亡す るな ど甚大な被 害が発生 し、また、社会 の耳

目を集 め、連 日にわた って大き く報道 された もので ある ところ、他 の船舶 を

設計 した法人 の名称 を開示す ると、 これが、昨今普及 して いるSNS等 を通

じて 広 く伝播 され、外 部か らの訪 問を受 けた り、郵 送物 を送 られた りす るな

どによ り、不 当な圧 力、干渉 、詮索及 び批判 にさ らされ るな どの不 利益 を被

るおそれ が ある。

② 「その余」 につ いて 、

ア 「当該 法人等又 は 当該個人 の権利 、競争 上の地位 その他正 当な利 益を害

す るおそれがあ るもの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当す る こと

前記 各文書 に記載 された情報 が 開示 されれ ば、漁 業 を行 う競合他 社 にお

いて、他 の船舶 の性能 ない し漁獲量 、漁船 として の使用期 間等 を一定程 度、

推認す る ことがで きる と考 え られ、そ うなれ ば、 同船 を所 有す る法 人の有

す るノウハ ウが流 出す る こととな り、同法 人の利 益 を害す るおそれが ある。

また、完 成図書 は、当該船舶 の構 造、性能等 の情報が 詳細 に記載 された

資料で あ って、一般 的 に建造造 船所 が著作権 を有す る。完 成図書 は、本 船

用 が 当該 船舶 に備え付 け られて、運航 、保守 、修 復等必要 の際 に使用 され、

船主用が 船主な い し造 船所 にお いて保管 され 、船舶 の保守 点検 や、改造 の

際の資料 として使用 され るもので あ り、一般 に公開 され る ことが予定 され

ていな い もので あると ころ、 これ が開示 されれ ば、漁船 を設計す る競合他

社 にお いて 、他 の船舶 を設 計 した法 人の有す る ノウハ ウが 流出す る ことと

な り、 同法 人の利益 を害す るお それが ある。

イ 「公 にす る ことによ り、 率直な意 見の交換若 しくは意思決定 の中立性が

不 当 に損なわれ るおそれが ある もの」(情 報公 開法5条5号)に 該 当す る こ

と
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前記第3の3(2)イ に同 じ。

ウ 「当該事務 仲 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすお それ が ある もの」(情

報 公開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

前記第3の3② エ に同 じ。

第26乙 ①66の 文書 について

1文 書 の性質 及び 内容

第五十 八寿和丸 の漁 船原簿抹消謄 本で あ り、本件事 故調査 に際 し、酢屋商店

の関係者 が任 意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 された情 報

(1)「 所有者欄 、使用者欄」 につ いて

酢屋 商店 の所在地 、使用 者 ・造船所 の名称及 び所在地。

② 「そ の余 」 につ いて

第五十 八寿和丸 の用途 、型式 、漁 業種類 ・用途、 無線 性能等 が記載 されて

いる。

3不 開示事 由該 当性

前記第8の3に 同 じ。

第27乙 ①67の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び内容

第五十八寿和 丸 の乗組員 名簿で あ り、本件事故 調査 に際 し、酢屋商店 の関係

者が任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 された情報

第五十八寿和丸 の乗組員 の氏 名、生年 月 日、住所 、電話番 号が記載 され て い

る。
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3不 開示事 由該 当性

川 「当該法人等又 は当該 個人の権利 、競 争上 の地位その 他正 当な利益 を害 す

るおそれがあ る もの」(情 報 公開法5条2号 イ)に 該 当する こと

漁 船 を安全 に運行 し、十 分な漁獲 を得 るため には、船員 を適切 に配置す る

必要 が あ り、20ト ン以 上の船舶で漁 業 を営 む場合 には、各総 トン数 に応 じ

て、乗組員 の海技 資格 の種別 、人数が定 め られ て いると ころ、近年、漁業 に

就労 す る海技士 の不足 が深 刻化 してお り、船員 の確保 が漁業会社 の経営上 の

課題 とな って いる。本 文書が 開示 されれ ば、船 内での役割等 の記載 か ら、雇

用条件等 を類推 され る ことが考 え られ 、そ うなれ ば、第五十八 寿和丸 を所有

す る酢 屋商店の人材確保 及び労 務管理 に係 る情報が競 合他社 に流 出す ること

にな り、他 者が よ り有 利な雇用 条件 を提示 す るな どして人材 を確保す ること

によ り、酢 屋商店 にお ける人材確保が 困難 とな るおそ れが ある。

② 「特定 の者 に不 当に利益 を与え若 しくは不利益 を及 ぼす おそれ がある もの」

(情報公開法5条5号)に 該 当する こと

本件事故 は、複 数名が死 亡す るな ど甚大 な被 害が発 生 し、 また、社会 の耳

目を集 め、連 日にわた って大 き く報道 され た もので ある ところ、 当該事故 を

起 こした第五十 八寿和丸 の乗 組員名簿 等乗組員 の情報が 開示 されれ ば、 これ

が、昨今普及 して い るSNS等 を通 じて広 く伝播 され、外部 か ら訪 問 を受 け

た り郵 送物 を送 られた りす るな どによ り、不 当な圧力、干渉 、詮索及び批判

にさ らされ るな どの不利 益 を被 るおそれが あ る。

(3}「 当該 事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼす おそれ が ある もの」(情 報

公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

本文 書 に記載 され た情報 の内容 が 開示 され る と、酢 屋商店 関係者 、第五十

八寿和丸 の乗組員及 びそ の家族等 が望 まない形で社会 的関心 を集 めるおそれ

が あ り、一・たびそ うなれ ば、将来 にわ たる事 故調査 において、事故 関係者 と
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の信 頼 関係が 築 けな くな り、そ の結果 、事故 関係者 が検 討資 料の提供 をち ゅ

うち ょ した り、調査協 力 を拒否す るおそれ もあ り、運輸安全 委員会が行 う事

故原 因 の究 明が 困難 とな る。

また 、前記第1の3(2)ウ で述 べ た とお り、運 輸安全 委員会 の事故 調査機

関 として の在 り方 につ いて、国際機 関 ・他 国か らの信 頼 を失 い、他 国 の事故

調査 当局や他 国の関係者 が、運 輸安全 委員 会 の事故 調査 に非協 力的 にな り、

運輸安 全委員会 の適確な事故調 査 とい う目的が達成 されな いお それが ある。

第28乙 ①68の 文書 について

1文 書の性 質及 び 内容

第五十 八寿和丸 の漁 獲高 に関係 す る数量等 が記載 され た文書で あ り、本件事

故調査 に際 し、情報提供者 が任意 に提 出 した もので あ る。

2不 開示部分 に記載 された情 報

第五十八 寿和 丸 の漁獲 高 につ いて、 ある一定期 間 にお け る 日ごと、漁 場 ごと

に、魚種及 び漁 獲高 に関係 す る数量が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 当該法 人等 又 は当該 個人の権利 、競争上 の地 位その他 正 当な利益 を害す

るおそれが ある もの」(情 報公 開法5条2号 イ}に 該 当す る こと

本文書 に記載 され た情報が 開示 されれ ば、漁業 を行 う競合 他社 にお いて、

第五十八寿和 丸 の性能 ない し漁獲量 、漁 ろ うに係 る技術 ・経験等酢屋 商店の

有 す るノウハ ウが流 出す る こととな り、同法人 の利益 を害す るおそ れが ある。

② 「公 にす る ことによ り、率直な意見 の交換若 しくは意思決定 の 中立性が不

当 に損な われ るお それ が ある もの」(情 報公 開法5条5号)に 該 当する こ と

前記第3の3(2)イ に同 じ。

(3)「 当該事務(中 略}の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼす おそれ が ある もの 」(情 報
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公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こ と

前記第5の3(2)ウ に同 じ。

第29乙 ①77な い し79及 び88の 文書 について

1文 書の性質及 び内容

第 五十八 寿和丸 の定期検査及 び追加 工事 に係 る証明書 であ り、本件事 故調査

に際 し、関係者が任 意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記 載 され た情報

(1)「 役職 、氏名欄」 につ いて

工事 完成等 を証明す る者 の役職 及び氏名。

② 「その余」 につ いて

第 五十 八寿和丸 に係 る追 加工事等 の内容等が記載 されて い る。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 役職 、氏名欄」が 「特定の者 に不 当 に(中 略)不 利 益を及 ぼすおそれが あ

る もの」(情 報公開法5条5号)に 該 当する こと

本件事故 は、複数名 が死 亡す るな ど甚大 な被 害が発 生 し、 また、社会の耳

目を集 め、連 日にわ た って大 き く報 道 され た もので あ ると ころ、第 五十八寿

和丸 の工事 を行 った法 人等 が明 らか にな る情報 を開示 す ると、 これ が、昨今

普及 して いるSNS等 を通 じて広 く伝 播 され 、外 部か ら訪 問 を受 けた り郵送

物 を送 られ た りす るな どによ り、不 当な圧 力、干 渉、詮索 及び批判 に さ らさ

れ るな どの不 利益 を被 るおそれ が ある。

② 「その余」 について

ア 「当該法 人等 又は 当該個 人の権利 、競争上 の地 位その他 正 当な利益 を害

するおそれが ある もの」(情 報 公開法5条2号 イ)に 該 当す ること

上記各文書 に記載 され た情報 が 開示されれ ば、漁業 を行 う競合他社 にお
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いて、第 五十八寿和丸 の性能 ない し漁獲量等 を一定程 度、推認す る ことが

で きる と考 え られ、そ うなれ ば、酢屋商店 の有す る ノウハ ウが流 出す る こ

ととな り、そ の利益 を害す るおそれ があ る。

イ 「公 にする ことによ り、率直な意 見の交換若 しくは意思決 定の 中立性 が

不 当 に損なわれ るおそれ」(情 報公 開法5条5号)が あ る もの に該 当す る こ

と

前記第3の3(2)イ に同 じ。

ウ 「当該 事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすおそれ が ある もの 」(情

報 公開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

前記 第3の3(2)エ に同 じ。

第30乙 ①95、96及 び101の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本件事故 とは関連性 のな い船舶 の完 成 図書 の一部で あ る一般配置 図で あ り、

当該船舶 の名称 、構造 に係 る情報等が記載 されて いる。

2不 開示部分 に記 載 された情報

当該船舶 の形状 、寸法、 内部 構造、 仕様等 が 図面 によ り記載 され てい る。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 当該法 人等 又 は当該個 人の権利 、競争上 の地 位そ の他 正 当な利益 を害す

るおそれが ある もの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当する こと

各文書 には、本件事故 と何 ら関連性 のな い船 舶の構造等 に係 る詳細 な情報

が記載 されて お り、開示 され れ ば、当該船舶 を所 有す る法 人及び 当該船 舶 を

設計、造船 した企 業の ノウハ ウが流 出す る こととな り、そ の利益 を害す るお

そ れが ある。

② 「特定の者 に不 当 に利益 を与え若 しくは不利益 を及 ぼすおそれが ある もの」

一39一



(情報 公開法5条5号}に 該 当する こと

本 件事故 と関連性がな い船舶 に関す る具体的な 情報 を開示す る と、本件事

故 の原 因につ いて周囲か ら詮索 をされ た り、臆測 に基づ く報道 がな され1社

会 的評価 が低下 す るな ど、前記(1)で 述 べ た各企業 に不 利益 を及 ぼす おそれ

が ある。

(3)「 率直な意 見の交換若 しくは意思決定 の中立性が不 当 に損なわれ るおそれ」

(情報 公開法5条5号)が ある もの に該 当す る こと

本 文書 に記載 された情報 が 開示 されれ ば、運輸安 全委員会 が、本件事故 の

原 因究 明調査 に当た って 、 いかな る情報 を収集 を したかが 明 らか にな り、運

輸安 全委員会 の行 う調査 にお ける関心事 、手法等 が明 らか にな ることか ら、

これ を懸念す る調査官が 、将来 にわ た って行われ る同様 の調査 に際 し・ 同様

の手法 によ り幅広 く情報収集 をす る ことを 自制 ・ち ゅ うち ょし、そ の結果 、

調査 官 同士 、調 査官 と委員 、委員 同士 の率直な意見交 換が不 当 に損なわれ 、

ひいて は最終 的な事 故原 因 につ いての意 思決定 の中立性が不 当 に損なわれ る

お それが ある。

(4)「 不 当 に国民 の間 に混乱 を生 じさせ るおそれが あ る もの」(情 報公 開法5

条5号)に 該 当す る こと

運 輸安全委員会 が行 う事故等 の原 因究 明に関 して は、調査段 階にあ って は、

事故 原 因 といえ るか定 かで はな い事項 につ いて も幅広 く資料 を収集す る。そ

のよ うに幅広 く収集 され た情報 の うち、本件事故 とは関連性 がな い船舶 に関

す る情報 を開示す る ことは、 当該 船舶 と事故原 因 との関連 につ いて誤解や 臆

測 を招 き、 これ に基づ く報 道等 によ り国民 に不 当な混乱 を生 じさせ るおそ れ

があ る。

(5}「 当該事 務(中 略)の 適正 な遂行 に支 障を及 ぼすおそれ が ある もの 」(情 報

公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと
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前 記 第3の3(2)エ に同 じ。

第31乙 ①99の 文書 につ いて

1文 書 の性 質及び 内容

僚 船の完成図書 の一部 で ある同船 の一般配置 図であ り、本 件事 故調査 に際 し、

関係者 が任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示 部分 に記載 され た情 報

僚 船の船舶 の形状 、寸法、 内部構造 、仕様等 が 図面 によ り記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

前記 第17の3(2)に 同 じ。

第32乙 ①102の 文書 につ いて
ノ

1文 書 の性 質及び 内容

第五十 八寿和丸 の工事 に係 る証 明書で あ り、本件事故 調査 に際 し、関係者 が

任意 に提 出 した ものである。

2不 開示 部分 に記載 され た情 報

(1}「 各証 明書1頁 目下部 」 につ いて

工事完 成 を証 明す る者 の名称及 び氏 名。

② 「その余」 につ いて

第 五十八寿和丸 に係 る工事等 の内容等 が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1}「 各証 明書1頁 目下部 」 につ いて

前記第29の3(1)に 同 じ。

② 「その余」 につ いて

前記第29の3(2)に 同 じ。
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第33乙 ②1の 文書 について ・

1文 書 の性 質及 び内容

本 文書 は、僚 船以外 の漁船 の乗組 員か ら、当該漁船 のパ ラシュー トア ンカー

による漂泊(パ ラ泊)及 び操業 に関す る こと及び事故 当時 の捜索救助 や現場海

域 の状況等 につ いて、ア ンケー ト形式 で回答 を得 た文書で ある。

2不 開示部 分 に記載 され た情報

(1}「 ※1部 分」 について

聴取 を行 った公務員 の電話番号(個 人携帯 の番号)。

② 「※2部 分」 について

前記1に 係 るア ンケー ト調査 を受 けた者 の氏 名、役職等

(3)「 その余」 につ いて

僚 船以外の漁 船 に係 るパ ラ泊(パ ラシュー トア ンカー を用 いた停 泊方 法)の

詳細 な事 項、操業 上の技術 的 ・戦略的事項 、事 故 の通報 を受 けた際の対応 、

第五十 八寿和丸 の遭難 者 ・遺留 品の発見状況等 につ いての運輸安 全委員会 の

事故調 査部門 による設問 と、 これ に対す る回答 者 の回答 が記載 され てい る。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分」が 「当該事務(中 略)の 適性な遂 行 に支 障を及 ぼす おそれ が あ

る もの」(情 報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

本 情報 は、 回答者 が回答 の仕方 が分か らない場合な ど、緊急 に問合 せ を行

うことができ るよ うに計 らう目的で、 回答者 限 りで担 当公務員 の連絡 先 を伝

えた もので ある ところ、一般 に公 開 されて いない 当該情報 が開示 され た場 合、

偽計 ・威 迫 ・いたず らな どに利用 され るおそ れや 問合せ が殺到す るな どのお

それが あ り、運輸安 全委員会 の事故 調査 とい う事務 の遂行 に支 障 を生 じる。

・(2)「 ※2部 分」が 「特 定の者 に不 当に(中 略)不 利益 を及 ぼす おそれ があ る
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もの」(情 報 公開法5条5号)に 該 当す る こと

本情報 を見 れ ば、協 力者 の所属す る法人、 団体 等が類 推 され る ところ、本

件事故 は、複 数名が死亡す るな ど甚大 な被害が発 生 し、 また、社会 の耳 目を

集め、連 日にわた って大 き く報道 され た もので あ り、事故 調査 に協 力 した者

な い しそ の者 が所属す る法 人、 団体 が明 らか になれ ば、 これが 、昨今普及 し

て いるSNS等 を通 じて広 く伝播 され 、外部か ら訪 問を受 けた り郵送物 を送

られた りす るな どによ り、不当な圧 力、干渉、詮 索及 び批 判 にさ らされ るな

どの不利益 を被 るおそれが ある。

(3)「 その余」 について

ア 「当該法人等 又は 当該個 人の権利 、競 争上 の地位そ の他正 当な利益 を害

するおそれが ある もの」(情 報 公開法5条2号 イ}に 該 当する こと

本文書 に含 まれて いるパ ラ泊 に関す る事項や 操業 に関す る事項 は、当該

漁 船の漁船操 業上の知識及 び経験 に基 づ いて培 った ノウハ ウで あ り、本 文

書が開示 され れば、 これ らの ノウハ ウが競合他 社の知 る ところとな り、回

答 者の所属す る法 人の利益 を害 す るおそれ が ある。

イ 「行政機 関の要請 を受 けて、公 に しな いとの 条件 で任 意 に提供 された も

のであ って、法 人等 又 は個人 にお ける通 例 と して公 に しない こととされて

いる ものその他 の 当該条件 を付 す るこ とが 当該情 報の性質 、 当時の状況等

に照 らして合理 的で ある と認 め られ る もの 」(情 報公 開法5条2号 ロ)に

該 当する こと

本 ア ンケー ト調査 につ いて は、本 文書 の冒頭 に、 「あな たが 回答 した と

わか るか たちで公表 した り、 当委員会 の担当船 舶事 故調 査官以外の 人に見

せ た りす る ことはあ りませ ん」 と明記 して い る ことか ら、 「公 に しな い と

の条件で任意 に提 供 され た もの」で あ り、かつ 、事 故原 因調査 に当たって

ア ンケー トに回答 す る場合 、通常人 としてはそ の内容 を公 にす る ことを望
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まず 、公 に しない との前提 にお いて こそ 率直な 回答 をす るもの と考 え られ

るか ら、 「当該条件 を付す る ことが 当該情報 の性 質、 当時の状況 等 に照 ら

して合 理的で ある と認 め られ る もの」 にも該 当す る。

ウ 「率直な意見の交換 若 しくは意思決定 の 中立性が 不 当に損なわれ るおそ

れ」(情 報公開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

本 文書 に記載 された情報 が開示 されれ ば、運輸安 全委員会が 、本 件事故

の原 因究明調査 に当た って 、いかな る相 手 に対 し、いかな る照会 を したか

が 明 らか にな り、運 輸安全委 員会 の行 う調査 にお け る関心事 、手法 等が 明

らか にな る ことか ら、 これ を懸念す る調査官が 、将 来 にわた って行 われ る

同様 の調査 に際 し、同様 の手法 によ り幅広 く情報 収集 をす る ことを 自制 ・

ち ゅうち ょ し、そ の結果 、調 査官 同士 、調査官 と委員 、委員 同士 の率直 な

意見交 換が不 当に損なわれ 、ひ いて は最 終的な事故 原 因につ いての意思決

定 の 中立性が不 当に損 なわれ るおそれが ある。

エ 「不 当に国民 の間 に混乱 を生 じさせ るおそれ」(情 報公開法5条5号)が

ある もの に該 当す るこ と

運 輸安全委員会 が行 う事故 等 の原 因究明 に関 しては、調査段 階 にあって

は、事故原 因 といえ るか定 かで はない事 項 について も幅広 く資 料 を収集す

る。その よ うに幅広 く収集 された情報 の うち、事故 前 に第五十 八寿和丸 が

行 って いたパ ラ泊 に係 る情報 や、パ ラ泊 を含む操 業 に係 る事項 、 また 、本

件事 故 当時 の対応 に係 る事項 につ いての情報 を開示す る ことは、記載 され

た内容 と事故原 因 との 関連 につ いて誤解 や臆測 を招き、 これ に基 づ く報道

等 によ り国 民に不 当な混乱 を生 じさせ るおそ れが ある。

オ 「当該 事務 仲 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすおそれ が ある もの 」(情

報 公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す るこ と

前記第3の3(2)エ に同 じ。
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第34乙 ②2の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本文書 は、福 島海上保 安部長が運輸安 全委員会 の事故調査部 門 に提供 した本

件事 故 に係 る資 料で ある。

2不 開示部分 に記 載 された情報

乗組員 の氏 名が記載 され、 また 、死亡 者 の氏名 が特定 され た上で、着衣 ・遺

体 の状況等 を撮影 された写真 が添 付 されて い る文書で ある。

3不 開示事 由該 当性

第27の3(2)に 同じ。

第35乙 ②3の 文書 につ いて

1文 書 の性質及 び内容

本文書 は、本件事故 の原 因に関連す る事項 につ き、外部 の試験研 究機 関が行 っ

た鑑 定 の結果等 が記載 され た文書で ある。

2不 開示部分 に記 載 された情報

(1)「 ※部分」 につ いて

鑑定 の実施機 関等 の名称 、担当者 の氏名 。

② 「その余」 につ いて

本件事故 に関連す る事 項 につ き、鑑定 の実施機 関が、そ の試験研究 によ り

培 った専 門知 識 を基 に、本件事故 に関連す るデ ータ を物理 的 に分析 した経過

及 びそ の結果 の判断 内容 が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※部分」 につ いて

ア 「特 定の 者 に不 当 に(中 略)不 利 益 を及 ぼす おそれ が ある もの 」(情 報
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公 開法5条5号)に 該 当する こと

本件事 故 は、複数 名が死亡す るな ど甚大 な被 害が発 生 し、 また、社会 の

耳 目を集 め、連 日にわ た って大 き く報 道 され た もので あ り、事故 に関連 す

る事項 の鑑 定 を した団体 が明 らか になれ ば、 これが、 昨今普及 しているS

NS等 を通 じて広 く伝播 され、外部 か ら訪 問 を受 けた り郵送物 を送 られた

りす るな どによ り、不 当な圧 力、干渉 、詮索及 び批判 に さ らされ るな どの

不利益 を被 るおそ れが ある。

イ 「当該事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすお それが ある もの」(情

報公開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと 、

本文書 に係 る鑑定 の実施機 関が 開示 され る と、そ の者 が望 まな い形で社

会的関心 を集 めるおそれ があ り、一た びそ うなれ ば、将来 にわた る事故調

査 にお いて、鑑定事 項 に関連 す る試験研 究施設 との信 頼 関係 が築 けな くな

り、その結果 、試験研 究施設 が鑑定 の受託 をち ゅうち ょな い し拒否す るお

そ れ もあ り、運輸安全 委員会が行 う事 故原 因の究 明が 困難 とな る。

また、 前記第1の3(2)ウ で述 べた とお り、運輸 安全委 員会 の事故 調査

機 関 と して の在 り方 につ いて 、国際機 関 ・他 国か らの信頼 を失い、他国 の

事故調 査 当局や他 国の関係者が 、運輸安全委員 会 の事故 調査 に非 協力的 に

な り、運 輸安全委員会 の適確 な事 故調査 とい う目的が 達成 され ないおそれ

が ある。

② 「そ の余」 につ いて

ア 「率直な 意見の交換若 しくは意思決 定の 中立性 が不 当 に損なわれ るおそ

れ」(情 報 公開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

本文書 に記載 された 情報 が開示 され れ ば、運 輸安全委員 会が 、本 件事 故

の原 因究 明調査 に当た って、 どのよ うな事項 につ いて 、いかな る鑑定 結果

を入手 したかが明 らか にな り、運輸安全 委員会 の行 う調査 にお ける関心事 、
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手法等 が明 らか にな る ことか ら、 これ を懸念 す る調査官が 、将 来 にわ たっ

て行 われ る同様 の調査 に際 し、 同様 の手法 によ り幅広 く情報収集 をす る こ

とを自制 ・ち ゅうち ょし、そ の結果 、率直 な意見 交換が不 当 に損なわれ 、

ひいては最終 的な事故原 因 につ いて の意思決定 の 中立性が不 当 に損なわれ

るおそれが ある。

イ 「不 当に国民の間 に混乱 を生 じさせるおそれ 」(情 報公 開法5条5号)が

ある もの に該 当する こと

運 輸安全委員 会が行 う事故 等 の原 因究 明に関 して は、調査 段階 にあって

は、事故原 因 といえるか定 かで はない事項 について も幅広 く資料 を収集 す

る。そ のよ うに幅広 く収集 され た情報 の うち、運輸安全委員 会が入手 した

鑑定 の結果 に係 る情報 を開示す る ことは、鑑定事 項 と事故原 因 との関連 に

ついて誤解や 臆測 を招 き、 これ に基 づ く報道等 によ り国民 に不 当な混乱 を

生 じさせ るおそ れが ある。

ウ 「当該事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすおそ れが ある もの」(情

報 公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

第36乙 ②4な い し27、29、30及 び34の 文書 について

1文 書 の性質及 び内容

本件事故 の関係 者か ら聴取 した 口述 内容 が記載 され た文書で ある。

2不 開示部分 に記 載 された情報

(1)「 ※部分」 につ いて

口述聴取 を受 けた者 の氏 名、住所 、電 話番号及 び役職等。

② 「その余」 につ いて

本件事故調 査 に際 し、事故関係 者が質 問 を受 け、 これ に回答 した内容 が 口

一47一



語体 で記載 され て いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※部分 」が 「特定 の者 に不 当 に(中 略)不 利 益を及 ぼすおそれが ある も

の」(情 報公 開法5条5号)に 該 当す るこ と

前記第33の3(2)に 同 じ。

② 「その余」 につ いて

ア 「行政機 関の要請 を受 けて 、公 に しな いとの条件 で任意 に提供 され た も

ので あって 、法人等又 は個人 における通例 と して公 に しな い こととされ て

いる ものそ の他の 当該 条件を付 する ことが 当該情 報の性質 、 当時の状況等

に照 ら して合 理 的で ある と認 め られ る もの 」(情 報公 開法5条2号 ロ)に

該 当す るこ と

運輸安全委 員会 の行 う事故調査 にお いて は、当該調査 の 目的や、 口述聴

取 した 内容 を目的外 に使 用 しない ことを説 明 した上で聴取 をして いる こと

か ら、 「公 に しな い との条 件で任意 に提供 され た もの」 で あ り、 かつ 、事

故 原 因調査 に当た って聴取 に応 じる場合、通 常人 と して はそ の 内容 を公 に

す る ことを望 まず 、公 に しな い との前提 にお いて こそ率 直な回答 をす るも

の と考 え られ るか ら、 「当該条件 を付す る こ とが 当該 情報 の性質 、 当時の

状況等 に照 らして合理 的であ る と認 め られ るもの」 に も該 当す る。

イ 「率直な 意見の交換若 しくは意思 決定の 中立性 が不 当に損 なわれ るおそ

れ 」(情 報公 開法5条5号)が あ るもの に該 当する こと

前記第33の3(3)ウ に 同 じ。

ウ 「不 当に国民の 間に混乱を生 じさせるおそれ」(情 報公 開法5条5号)が

ある もの に該 当す ること

前記第33の3(3)エ に 同 じ。

エ 「当該事 務(中 略}の 適正 な遂行 に支障 を及 ぼすお それ が ある もの」(情
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報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

前 記第3の3(2)エ に同 じ。

第37乙 ②28の 文書 につ いて

1文 書の性 質及び 内容

第五十 八寿和丸及 び僚 船の乗組員 名簿で あ り、酢屋商店 の関係者が 、本件事

故 調査 に際 し、任意 に提供 した もので ある。

2不 開示部 分 に記載 された情報

(1)「 ※部分 」 につ いて

資料提 出者の氏名。

② 「その余」 につ いて

各船 の乗組員 の船員番号 、役職 、氏 名、生年 月 日、電話番 号、住所及 び郵

便番号 が記載 されて いる。

3不 開示 事 由該 当性

前記 第27の3に 同じ。

第38乙 ②31の 文書 について

1文 書の性質及び内容

酢屋商店が加入 していた漁船保険の契約相手方が本件事故について調査 した

結果 に係 る文書であ り、情報提供者が任意に提出したものである。

2不 開示部分に記載された情報

(1)「 ※1部 分」について

酢屋商店が加入 していた漁船保険の契約相手方の関係者の姓。

② 「※2部 分」について

酢屋商店が加入 していた漁船保険の契約相手方が、本件事故 に係る調査の
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た めに 口述 聴取 を した本 件事故関係者 の氏名及び 役職 等。

(3)「 ※3部 分 」 につ いて

第五十 八寿和丸 の構造 に係 る情報及 び 同船 を建造 した法人 の名称。

(4)「 そ の余 」 につ いて

酢屋 商店が加入 していた漁船保 険の契約 関係 に係 る情報 、保 険の手続 きに

当たって事故 関係者 か ら聴取 され た本 件事故 に係 る情報及 び損害調査 の 内容

等が記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分」及 び 「※2部 分」が 「特定の者 に不 当に(中 略)不 利益 を及 ぼ

す おそれが ある もの」(情 報 公開法5条5号)に 該 当す る こと

本件事故 は、複数名が死 亡す るな ど甚大な被 害が発生 し、 また、社会 の耳

目を集 め、連 日にわ たって大き く報道 された もので ある ところ、酢屋 商店が

加入 していた漁船保 険の契約相手方法 人 の名称や 同法 人の調査 に協 力 した者

の氏名 ・所 属先 を開示す ると、 これ が、昨今普及 して いるSNS等 を通 じて

広 く伝播 され 、外部か ら訪 問 を受 けた り郵 送物 を送 られた りす るな どによ り、

不 当な圧 力、干渉、詮索及 び批判 にさ らされ るな どの不利益 を被 るお それが

ある。

② 「※3部 分」 につ いて

ア 「率直な 意見の交換若 しくは意思 決定の 中立性 が不 当 に損なわれ るおそ

れ」(情 報 公開法5条5号)が ある もの に該 当す るこ と

第五十 八寿和丸 の構造 に係 る情報 が 開示 され れ ば、 関係 者 の望 まな い形

で社会 の耳 目を集め る結果 とな るおそれ が あ り、これ を懸念 す る調査官 が、

将来 にわ た って行われ る同様 の調査 に際 し、 同様 の手法 によ り幅広 く情報

収集 をす る ことを 自制 ・ち ゅ うち ょし、そ の結 果、調査官 同士、調 査官 と

委員 、委員 同士の率直 な意見交換が 不 当に損 なわれ、 ひいて は最終 的な事
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故原 因につ いて の意思決 定の 中立性 が不 当に損なわれ るおそれ があ る。

イ 「不 当 に国民の 間 に混乱を生 じさせ るおそれ」(情 報 公開法5条5号)が

あ るものに該 当す ること

前記第7の3(3)に 同 じ。

ウ 「当該事 務(中 略)の 適正な 遂行 に支 障を及 ぼす おそれが ある もの」(情

報公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

(3)「 その余」 について

ア 「率直な 意見の交換若 しくは意思 決定の 中立性が不 当に損な われ るおそ

れ 」(情 報公 開法5条5号}が ある もの に該 当す るこ と

前記第3の3(2)イ に同 じ。

イ 「不 当に国民の間 に混乱 を生 じさせるおそれ 」(情 報公 開法5条5号)が

ある もの に該 当す る こと

運 輸安全委員会 が行 う事故等 の原 因究 明に関 して は、一般 に社会 の耳 目

を集 め る傾 向 にあ ると ころ、調査段 階 にあっては、事故原 因 といえ るか定

かではな い事 項につ いて も幅広 く資料 を収集 する。そ のよ うに幅広 く収集

され た情報 の うち、漁船保 険 に係 る情報 を開示す ることは、当該情報 と事

故原 因 との 関連 について誤解や 臆測 を招 き、 これ に基づ く報道等 によ り国

民に不 当な混乱 を生 じさせ るおそ れが ある。

ウ 「当該 事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支 障 を及 ぼすおそれ があ る もの」(情

報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

第39乙 ②32及 び33の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容
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本件事故 の関係者か ら聴取 した 口述 内容 が記載 され た文書で あ る。

2不 開示部分 に記 載 された情報

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

口述聴取 を受 けた者 の氏 名、住 所 、電話番 号。

② 「※2部 分 」 につ いて

口述 内容 に関連 して添付 され た第五 十八寿和 丸の一般 配置図で あ り、第五

十八寿和丸 の設 計関係者 の名称等 。

(3)「 ※3部 分」 につ いて

口述 内容 に関連 して添付 された第五十 八寿和 丸の一般配 置図で あ り、関係

者 の氏名。

なお、本不 開示部分 の不 開示事 由につ いて は、被告準備 書面(11)(8及 び

9ペ ー ジ)で 述 べた とお りで あ る。

(4)「 その余」 について

本件事故調査 に際 し、事故 関係者が質 問 を受 け、 これ に回答 した 内容 が 口

語体 で率直 に記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

(1}「 ※1部 分」 が 「特定 の者 に不 当 に(中 略)不 利益 を及 ぼすおそれが ある

もの」(情 報公 開法5条5号)に 該 当す るこ と

前記第33の3(2)に 同 じ。

② 「※2部 分」 が 「特定 の者 に不 当に(中 略)不 利益 を及 ぼすおそれが ある

もの」(情 報公 開法5条5号)に 該 当す るこ と

前記第22の3(1)に 同 じ。

(3)「 その余」 について

前記第36の3(2)に 同 じ。
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第40乙 ②35の 文書 につ いて

1文 書 の性質及 び内容

本 文書 は、第五 十八寿和丸 の乗組員 の うち、行方不 明 とな ってい る者 の戸籍

・住 民票 の謄本 ない し抄本で ある。

2不 開示部分 に記載 された情報

行方 不 明とな った乗組員 の氏名、本籍 地、生年 月 日、家族 関係 及び住所等 が

記載 されて いる。

3不 開示事 由該 当性

前記第27の3(1)及 び(2)に 同 じ。

第41乙 ②36の 文書 について

1文 書の性質及び内容

第五 十八寿和丸 の乗組員 の うち の2名 につ いて の資格 関係等 につ いて の調査

書 であ る。

2不 開示部分 に記載 された情報

当該乗組員 の氏 名、生年 月 日、本籍 地及び資格 関係 に係 る情報 が記載 され て

いる。

3不 開示事 由該 当性

前記第27の3(1)及 び(2)に 同 じ。

第42乙 ②37の 文書 について

1文 書 の性質及 び内容

本 文書 は、第五 十八寿和丸 の乗組員 の配置 につき、同船 の完 成図書 の一部 で

あ る一般配置 図 に手書 きで記 入す る ことで これ を明 らか に した文書で あ り、酢

屋 商店の関係者が任意 に提 出 した もので ある。
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2不 開示部分 に記載 された情 報

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

第五十 八寿和丸 の乗組員 の船員室番 号、役職 、氏名 、住 所及び生死 の別 。

② 「※2部 分 」 につ いて

資料提 出者 の所属、役職 及び氏名。

なお 、本不 開示部分 の不 開示事 由 につ いて は、被 告準備書 面(11)(13及

び14ペ ージ)で 述べ た とお りで ある。

(3)「 ※3部 分 」 につ いて

第 五十 八寿和 丸の設計 関係者 の名称等。

(4)「 その余」 につ いて

第 五十 八寿和 丸 の内部構 造、船員居室 の位 置 関係 と、各乗組員 の船室 ・居

所 との対応 関係 。

3不 開示 事 由該 当性

(1)「 ※1部 分」 につ いて

前記第27の3(1)及 び(2)に 同 じ。

② 「※3部 分」 につ いて

前記 第22の3(1)に 同 じ。

(3)「 その余」 について

ア 「当該法 人等又は 当該個 人の権利 、競争 上の地位 その他正 当な利益 を害

す るおそれが ある もの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当する こと

乗 組員 の居 所 ・配置 に関す る事項 は第 五十八寿和 丸 の漁船操 業上 の知 識

及 び経験 に基 づ いて培 った ノウハ ウで あ り、本 文書が 開示 されれ ば、 これ

らの ノウハ ウが競合他社 の知 る ところ とな り、酢 屋商店 の利益 を害す るお

それ が ある。

イ 「率直な意 見の交換若 しくは意思決定 の 中立性が 不 当に損な われ るおそ
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れ」(情 報公 開法5条5号)が ある もの に該 当す るこ と

前記第3の3(2)イ に同 じ。

ウ 「当該事務(中 略}の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすお それが ある もの」(情

報公開法5条6号 柱 書 き)に 該 当する こと

前記第5の3(2)ウ に同 じ。

第43乙 ②38の 文書 について

1文 書 の性質及び 内容

本 文書 は、本件事故 に関連 して、運輸安 全委 員会 の担 当者が 、事 故関係者 に

対 して した照会 の内容 と、 当該 関係者が これ に回答 した 内容が記載 された文書

で あ る。

2不 開示 部分 に記載 され た情報

(1)「 ※1部 分」 につ いて

照会 を受 け、 回答 を した者 の氏名 、 フ ァックス番 号及び 役職。

② 「※2部 分」 につ いて

照会 を した運輸安全委員 会 の公務員 の電話番号 。

(3)「 ※3部 分 」 につ いて

第五 十八寿和丸 の乗組員 の氏名 、住所 、電話番号 及び経歴等 。

(4)「 ※4部 分 」 につ いて

資料提 出者の所属、 役職及 び氏 名。

なお 、本不 開示部分 の不 開示事 由につ いて は、被告 準備書面(11)(13ペ

ー ジ)で 述 べた とお りで あ る。

(5)「 そ の余」 につ いて

第五十 八寿和丸及 び僚船 の操業 状況、乗組員 の私 的な情報等 、照会 を うけ

た者 の率直な回答内容。
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3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分」 につ いて

前記第3の3(1)に 同 じ。

② 「※2部 分」 につ いて

前記第33の3(1)に 同 じ。

(3)「 ※3部 分」 について

前記 第27の3(2)に 同 じ。

(4)「 その余」 につ いて

ア 「率直な意見 の交換若 しくは意思決 定の 中立性 が不 当に損なわれ るおそ

れ」(情 報公開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

前記第33の3(3)ウ に同 じ。

イ 「不 当に国民 の間 に混乱 を生 じさせ るおそれ」(情 報公開法5条5号)が

ある もの に該 当す るこ と

運 輸安 全委員会 が行 う事故等 の原 因究明 に関 しては、調査段 階にあ って

は、事 故原 因 といえ るか定 かで はな い事 項 につ いて も幅広 く資料 を収集す

る。そ のよ うに幅 広 く収集 された情報 の うち、第五十 八寿和丸及 び僚船 の

操業状況等に係る内容 についての情報 を開示することは・記載された内容

と事故 原因 との関連 につ いて 誤解 や臆測 を招 き、 これ に基づ く報道等 によ

り国民に不 当な混乱 を生 じさせ るおそれが ある。

ウ 「当該事務(中 略)の 適正 な遂 行 に支障を及 ぼすおそれが ある もの」(情

報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

前記第33の3(3)オ に同 じ。

第44乙 ②39の 文書 について

1文 書の性質及び内容
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第五十 八寿和丸 の死亡 した乗組員 の死 亡届で ある。

2不 開示部 分 に記載 され た情 報

(1)「 ※部 分」 につ いて

資料提 出者 の所属 、役職及び氏 名。

なお 、本不 開示部 分の不 開示事 由につ いては、被告準備 書面(11)(13及

び14ペ ー ジ)で 述べ た とお りで ある。

② 「そ の余」 につ いて

死亡 した乗組員 の氏 名、本籍地 、生年 月 日及 び死体検 案結果等 。

3不 開示事 由該 当性(「 その余」 につ いて)

前記第27の3(1)及 び(2)に 同 じ。

第45乙 ②40の 文書 について

1文 書の性 質及び 内容

本文書 は、海上保安庁 が、本 件事故 につ き、発覚時か ら捜 索打切 りまでの間、

収集 した情報 を関係 先 に向 けて連絡 した文書で ある。

2不 開示部 分 に記載 され た情報

(1}「 ※1部 分」 について

資料提 出者 の所 属、役職及び氏 名。

なお、本不 開示部分 の不 開示事 由につ いては、被告 準備書面(11)(13及

び14ペ ー ジ)で 述 べた とお りであ る。

② 「※2部 分」 について

乗組 員の氏名 、住 所、役職及 び生死 情報。

(3)「 その余」 について

第 五十八寿和 丸の捜索 、乗組 員 の救助方 法、救助活 動 の結果 、捜索及 び救

助協 力者 に係 る情報 。
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3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※2部 分」 につ いて

前記第43の3(3)に 同 じ。

② 「そ の余 」 につ いて

ア 「率直な意見の交換 若 しくは意思決定 の中立性が不 当 に損なわれ るおそ

れ」(情 報 公開法5条5号)が あ るもの に該 当す る こと

前記第3の3(2)イ に同 じ。

イ 「不 当 に国民の 間 に混乱を生 じさせ るおそれ」(情 報 公開法5条5号)が

あ るもの に該 当する こと

運輸安 全委員会が行 う事故等 の原 因究 明 に関 して は、調査段 階に あって

は、事故 原因 といえるか定かで はな い事項 につ いて も幅広 く資料 を収集 す

る。そ のよ うに幅広 く収集 され た情報 の うち、事故発 生直後 の錯綜 した情

報 を開示す る ことは、 当該情報 と事 故原 因 との関連 について誤解や臆測 を

招 き、 これ に基づ く報道 等 によ り国民 に不 当な混乱 を生 じさせ るおそ れが

ある。

ウ 「当該事務(中 略}の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼす おそれが あ るもの」(情

報公開法5条6号 柱書 き}に 該 当す るこ と

前記第3の3(2)エ に同 じ。

第46乙 ②41の 文書 につ いて

1文 書 の性質及 び内容

本 文書 は、本 件事故発生 直後 、第五十 八寿和丸 の捜索及 び乗組 員 の救助 に協

力 した船舶 の リス トであ り、情報提 供者が任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 され た情報

(1)「 ※部分」 につ いて
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資料提 出者 の所属、役職 及び氏名 。

なお、本不 開示部分 の不 開示事 由は、情報公 開法5条1号 で ある。

② 「その余」 につ いて

第 五十八寿和 丸 の捜索 及び乗組員 の救助 に協 力 した船 舶の うち、僚船以外

の船 舶の名称 、全船舶の所属先 。

3不 開示事 由該 当性(「 その余」 につ いて)

(1)「 率直な意見 の交換若 しくは意思決定 の 中立性が不 当 に損なわれ るおそれ」

(情報公 開法5条5号}が ある もの に該 当す る こと

本文書 に記載 された情報が 開示 されれ ば、 いかな る情報 を収集 したかが 明

らか にな り、運輸安 全委員会 の行 う調査 にお ける関心 事、手法等が 明 らか に

な る ことか ら、 これ を懸念す る調査官 が、将 来 にわ た って行われ る同様 の調

査 に際 し、同様 の手法 によ り幅 広 く情報収集 をす る ことを自制 ・ち ゅうち ょ

し、そ の結果 、調査官 同士、調 査官 と委員 、委員 同士 の率直な意見交換 が不

当 に損なわ れ、 ひいては最終的 な事故原 因につ いて の意思 決定 の中立性 が不

当 に損なわれ るおそれが あ る。

② 「不 当に国民の 間に混 乱を生 じさせる おそれ 」(情 報公 開法5条5号)が あ

る もの に該 当する こと

運 輸安全委員会 が行 う事故等 の原 因究 明 に関 して は、調査段 階にあ って は、

幅 広 く資料 を収集 す る。そ のよ うに幅広 く収集 された情報 の うち、第五十八

寿和丸 の捜索等 に協 力 した関係者 に係 る事項 、 また、本件事故 当時の対応 に

係 る事 項 につ いての情報 を開示す る ことは、記載 された 内容 と事 故原 因との

関連 につ いて 誤解 や臆測 を招 き、 これ に基づ く報道等 によ り国民 に不 当な混

乱 を生 じさせ るおそ れが ある。

(3}「 当該 事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼす おそれ があ る もの」(情 報

公開法5条6号 柱書 き}に 該 当す る こと
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前 記 第3の3(2)エ に 同 じ。

第47乙 ②42の 文書 について

1文 書の性質 及び 内容

本文書 は、本件事故 発生直後 、第五十八寿和丸 の捜索及 び乗組員 の救助 に協

力 した第三十 一・寿和丸 によ る捜索 ・救助状況 に係 る情報 で あ り、情報提 供者が

任 意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 された情 報

(1}「 ※1部 分 」 につ いて

資料提 出者 の所属 、役職 及び氏名 。

なお、本不 開示部分 の不 開示事 由 につ いて は、被告準備 書面(11)(13及

び14ペ ー ジ)で 述べた とお りで ある。

② 「※2部 分」 につ いて

第 五十八寿和丸 の設計 関係 者 の名称等

(3}「 その余」 について

乗組 員の救助方 法、結果 、協 力者 に係 る情報 。

3不 開示 事 由該 当性

(1)「 ※2部 分」 につ いて

前記第22の3(1)に 同じ。

② 「そ の余 」 につ いて

前記第46の3に 同 じ。

第48乙 ②43の 文書について

1文 書の性質及び内容

本文書は、第五十八寿和丸の乗組員で死亡 した者の遺品を含む事故発生海区
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にお ける回収物 の リス トで あ り、情報提 供者が任意 に提 出 した ものであ る。

2不 開示部分 に記載 された情報

(1)「 ※部分」 につ いて

資料提 出者 の所属、役職 及び氏名。

なお 、本不 開示部分 の不 開示事 由につ いては、被告準備 書面(11)(13及

び14ペ ージ)で 述べ た とお りで ある。

② 「その余」 につ いて

事故発 生海 区 にお ける回収物 の品 目、数量等 。

3不 開示事 由該 当性(「 そ の余 」 につ いて)

前記第46の3に 同 じ。

第49乙 ②45及 び47の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本件事故 に係 る調査段 階 において収集 した学術論 文で ある。

2不 開示部分 に記載 された情 報

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

収集 した文献(学 術論 文)の 題 目、試 験研 究 の内容。

② 「※2部 分 」 につ いて

試験研 究 を行 った者 の氏 名、所属 先及び役職 。

(3)「 そ の余」 につ いて

試験研 究の方法、 内容 、結果等。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

ア 「率直な意見 の交 換若 しくは意思決定 の 中立性 が不 当に損なわれ る おそ

れ」(情 報 公開法5条5号}が あ る もの に該 当する こと
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本文書 に記載 され た情報が 開示 され れ ば、 いかな る情報 を収集 した かが

明 らか にな り、運輸安 全委員会 の行 う調査 にお ける関心事 、手法等が 明 ら

か にな る ことか ら、 これ を懸念す る調 査官が 、将 来 にわ たって行われ る同

様 の調査 に際 し、 同様 の手法 によ り幅広 く情報 収集 をす る こ とを 自制 ・

ち ゅうち ょし、そ の結果 、調査官 同士 、調査官 と委員 、委員 同士 の率直 な

意見 交換が不 当 に損なわれ 、ひ いて は最終 的な事故 原 因についての意思決

定 の 中立性が不 当 に損なわれ るおそ れが ある。

イ 「不 当に国民 の間 に混乱 を生 じさせ るおそれ」(情 報 公開法5条5号)が

あ る もの に該 当する こと

運 輸安全委員 会が行 う事故等 の原 因究 明 に関 して は、調査段 階に あって

は、 幅広 く資料 を収集 す る。そ のよ うに幅 広 く収集 された情報 の うち、原

因 との関連性が 明確 で はな い試験研 究 の結果 な い し学術論 文 に係 る事 項 に

つ いての情報 を開示す ることは、記載 され た内容 と事故 原 因との関連 につ

いて誤解や 臆測 を招 き、 これ に基 づ く報道等 によ り国 民 に不 当な混乱 を生

じさせ るお それが ある。

ウ 「当該事 務(中 略)の 適正な遂 行 に支障 を及 ぼすおそ れが ある もの」(情

報公開法5条6号 柱書 き}に 該 当する こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

② 「※2部 分」 につ いて

ア 「特 定の者 に不 当 に(中 略)不 利 益 を及 ぼすお それ が ある もの」(情 報公

開法5条5号)に 該 当する こと

本 件事故 は、複数名が死亡 す るな ど甚 大な被害 が発 生 し、 また、社会 の

耳 目を集め 、連 日にわ たって 大き く報道 された もので ある ところ、事故原

因 との関連性 が明確 で はな い試験研 究 の結果 な い し学術 論文 に係 る事 項 に

つ いての情報 を開示す る と、 これが、昨今普 及 して い るSNS等 を通 じて
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広 く伝 播 され 、外部 か ら訪 問 を受 けた り郵送物 を送 られた りす るな どによ

り、不 当な圧 力、干 渉、詮索 及び批判 に さ らされ るな どの不利益 を被 るお

それが ある。

イ 「当該事 務 仲 略}の 適正 な遂行 に支 障を及 ぼす おそれが あ る もの」(情

報公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

(3)「 その余」 について

前記(1)に 同 じ。

第50乙 ②46の 文書 につ いて

1文 書 の性 質及び 内容

本 件事 故 の調査段 階 にお いて収集 した専門家 の見解(メ ール)で あ り、 当該専

門家 の試 験研 究 の内容及 び結果が記載 されて いる。

2不 開示 部分 に記載 され た情報

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

試験研 究 を行 った者の氏名 、所属先 、役職、電話番 号、 メー ルア ドレス。

② 「※2部 分 」 につ いて

当該 専門家か らのメー ル を受信 した調査担 当公 務員の メール ア ドレス。

(3)「 そ の余」 につ いて

試験研究 に基 づ く検討結果 、 当該 専門家 の見解等 。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分」 につ いて

前記第49の3(2)に 同 じ。

② 「※2部 分」 につ いて

前記第33の3(1)に 同 じ。
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(3)「 そ の 余 」 につ いて

前 記 第49の3(1)に 同 じ。

第51乙 ②51の 文書 につ いて

1文 書 の性質及 び内容

本 文書 は、本 件事 故発 生当時の気象 ・海象状況等 につ いて 、気象庁 か ら旧横

浜地方海 難審判理事 所の海難審判庁 理事官宛て に提 出され た回答 で ある。

2不 開示 部分 に記載 され た情報

関係 団体 の電話番 号及び フ ァックス番号。

3不 開示 事 由該 当性(「 特定 の者 に不 当 に(中 略)不 利 益 を及 ぼす おそれが あ る

もの」(情 報 公開法5条5号)に 該 当する こと}

本件事 故 は、複数 名が死亡す るな ど甚 大な被害が発 生 し、 また、社会 の耳 目

を集 め、連 日にわ た って大 き く報 道 され た もので ある ところ、調査 に協 力 して

情報提供 した 団体 の連絡 先 に係 る情報 を開示す る と、 これが、昨今普及 して い
ゾ

るSNS等 を通 じて広 く伝播 され、外部 か ら訪 問 を受 けた り郵送物 を送 られた

りす るな どによ り、不 当な圧 力、干渉 、詮索及 び批判 に さ らされ るな どの不利

益 を被 るおそ れが ある。

第52乙 ②52の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本文書 は、本件事故発 生 当時 の気 象 ・海象状 況等 につ いて、僚船 の関係 者か

、 ら、 旧横浜 地方 海難審 判理事所 の海難 審判庁理 事官宛 て に提出 された 回答 の内

容が記載 され た もので ある。

2不 開示部分 に記載 された情 報

(1)「 ※部分」 につ いて
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回答者 の役職、氏 名。

② 「そ の余 」 につ いて

質 問内容及 び回答 内容等 。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※部分」が 「特定 の者 に不 当に(中 略)不 利益 を及 ぼす おそれ がある もの 」

(情報公 開法5条5号}に 該 当する こと

本件事故 は、複数名が死 亡す るな ど甚大な被害 が発生 し、また、社会 の耳

目を集 め、連 日にわ たって大 き く報道 された もので ある ところ、情報提供 し

た関係 者 に係 る情報 を開示 す ると、 これが、昨今 普及 して いるSNS等 を通

じて広 く伝播 され、外部 か ら訪 問を受 けた り郵送 物 を送 られ た りす るな どに

よ り、不 当な圧 力、干渉 、詮 索及び批判 に さ らされ るな どの不利 益 を被 るお

それ が ある。

② 「そ の余」 につ いて

ア 「率直な意見 の交換若 しくは意思決定 の中立性が 不 当に損な われ るおそ

れ」(情 報公開法5条5号)が ある もの に該 当す る こと

前記第49の3(1)ア に同 じ。

イ 「不当 に国民 の間 に混乱 を生 じさせ るおそれ 」(情 報 公開法5条5号)が

ある もの に該 当す る こと

運 輸安 全委員会 が行 う事故等 の原 因究 明に関 して は、調査段 階にあ って

は、 幅広 く資料 を収集 す る。 そのよ うに幅広 く収集 された情報 の うち、調

査 に協 力 した関係者 か ら提供 を受 けた情報 の内容 を開示す る ことは、記載

され た内容 と事故原 因 との関連 につ いて誤解や臆 測 を招き、 これ に基 づ く

報道等 によ り国民 に不 当な混 乱 を生 じさせ るおそれ が ある。

ウ 「当該事務 沖 略)の 適正な 遂行 に支障 を及 ぼすお それが あ るもの」(情

報公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す るこ と

一65一



前 記 第3の3(2)エ に 同 じ。

第53乙 ②53の 文書 について

1文 書 の性質及び 内容

本 文書 は、第五十 八寿和丸 を所有す る酢屋商店 が、 同船 についての運航計画

を立 て、それ を記載 して いた スケ ジュール帳 の写 しで あ り、酢 屋商店の 関係者

が任意 に提 出 した もので あ る。

2不 開示 部分 に記載 された 情報

(1)「 ※部 分」 につ いて

資料提 出者の所属 、役職及び氏 名。

なお 、本不 開示部分 の不 開示事 由につ いては、被告準 備書面(11)(13及

び14ペ ー ジ)で 述べ た とお りで あ る。

② 「そ の余」 につ いて

第五十 八寿和丸及 び僚 船 の運航 計画 につき、 日ごとに、場所、 時間が記載

されて いる。

3不 開示事 由該 当性(「 そ の余 」 につ いて)

(1)「 当該法人等 又 は当該 個人の権 利、競争上 の地位その他 正 当な利益 を害す

るおそれが ある もの」(情 報 公開法5条2号 イ)に 該 当する こと

船舶 の運行 計画 は、従 前の操業 上の知識及 び経験 に基 づいて培 った ノウハ

ウで あ り、本 文書が 開示 されれ ば、 これ らの ノウハ ウが競 合他社 の知 るとこ

ろとな り、酢屋 商店 の利益 を害 す るおそ れが ある。

② 「率直な 意見の交換若 しくは意思決定 の 中立性が 不 当に損なわれ るおそれ」

(情報公開法5条5号)が あ る もの に該 当する こと

前記第3の3② イ に同 じ。

(3)「 当該事務(中 略)の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼす おそれ が ある もの 」(情 報
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公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第5の3(2)ウ に同 じ。

第54乙 ②54の 文書 につ いて

1文 書 の性質及 び 内容

本文書 は、僚 船 の航海 日誌 をま とめた もので あ り、酢屋 商店の関係者 が任意

に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記 載 された情 報

僚 船 の航 海 ・漁 ろ う状況 につ き、 「年 月 日」 欄及 び 「時 刻」欄 に記載 され た

日時に、 どの地 点で どのよ うな ことを したか 、 また、そ の際の天気 、風 向、風

力、気圧 、水温等 、漁 ろ うを行 う上で 重要な要素 とな る数値が記載 され、備考

欄 には、漁獲高(魚 種 、数量)が 記 載 され てい る。

3不 開示事 由該 当性

前記第53の3に 同 じ。

第55乙 ②55の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本文書 は、本件事故 に係 る補充 調査 として、運輸安全 委員会 の事故調 査部門

が僚船 の関係者 に対 し行 った照会 の内容及 びそれ に対す る回答者 の回答 を記載

した ものであ り、酢屋 商店 の関係者 が任意 に提 出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 された 情報

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

照会 を受 けた者 の氏名 、 ファ ックス番 号及び役職 。

② 「※2部 分 」 につ いて

照会 の内容 。
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(3)「 ※3部 分」 について

照会 を行 った公 務員 の電話番 号等。

(4}「 ※4部 分」 について

照会 を受 けた者 の回答内容。

(5)「 ※5部 分」 について

資料提 出者 の所 属、役職及 び氏 名等。

本不 開示部分 の不開示事 由につ いて は、被 告準備書 面(11)(13及 び14

ペー ジ)で 述べた とお りで ある。

(6)「 そ の余 」 につ いて

僚船 の航海 日誌 の写 しであ り、いつ、どの地 点で どのよ うな ことを したか、

また、そ の際の天気 、風向、風 力、気圧 、水温等 、漁 ろ うを行 う上 で重要な

要素 となる数値 が各記載 され、また、漁 獲高(魚 種 、数量)が 記 載 されて い る。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分」 につ いて

前記第51の3に 同 じ。

② 「※2部 分」 につ いて

ア 「率直な意 見の交換若 しくは意思決 定の 中立性 が不 当に損 なわれ るおそ

れ 」(情 報公 開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

前記第49の3(1)ア に同 じ。

イ 「不 当に国民の間 に混乱 を生 じさせ るおそれ」(情 報公 開法5条5号)が

ある もの に該 当する こと

運 輸安全委員 会が行 う事故等 の原 因究 明 に関 しては、調査段 階 にあって

は、事故原 因 と直接関係す るか定かで ない事項 について も幅広 く資料 を収

集す る。そ のよ うに幅広 く収 集 された 情報 の うち、必 ず しも原因 との関連

性が 明確 でな い情報 を開示す ることは、記載 され た内容 と事故 原 因との関
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連 につ いて誤解や臆測 を招 き、 これ に基 づ いて事実 とは異な る報道 等 によ

り、国民 に不 当な混乱 を生 じさせ るおそれ があ る。

ウ 「当該事務(中 略)の 適 正な遂行 に支障を及 ぼすおそれが ある もの」(情

報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

(3)「 ※3部 分」 につ いて

前記第33の3(1)に 同 じ。

(4)「 ※4部 分」 につ いて

前記第53の3(2)及 び(3)に 同 じ。

(5)「 その余」 につ いて

前記第53の3に 同 じ。

第56乙 ③1及 び2の 文書 につ いて

1文 書 の性質及び 内容

第五十 八寿和丸 に積 み込 んだ燃料 に係 る購入 券な い し規格表 で ある。

2不 開示 部分 に記載 された 情報

'(1)「 ※部 分」 につ いて

燃料 の販売者 の名称 、氏 名。

② 「そ の余 」 につ いて

第五十 八寿和丸 に積み込 んだ燃 料の名称、規格 、数量。

3不 開示事 由該 当性

川 「※部 分」が 「特定 の者 に不 当 に(中 略)不 利益 を及 ぼすおそれが ある もの」

(情報公 開法5条5号}に 該 当する こ と

本件事故 は、複数名が死 亡す るな ど甚大 な被害が発 生 し、 また 、社 会の耳

目を集 め、連 日にわた って大 き く報 道 され た もので ある ところ、第五十 八寿
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和丸 の搭載物 に係 る事項 につ いての情報 を開示 する と、 これが、事故原 因 と

関連 が あるか のよ うな臆測 を招 き、当該搭載物 販売者等 の社会 的評価 が低下

した り、 また 、昨今普及 して いるSNS等 を通 じて広 く伝 播され、外部か ら

訪 問 を受 けた り郵送物 を送 られ た りす るな どによ り、不 当な圧 力、干渉、詮

索及 び批判 にさ らされ るな どの不利益 を被 るおそれが ある。

② 「その余」 について

ア 「当該法人等 又は 当該個 人の権利 、競争上 の地位 その他正 当な利益 を害

す るおそれが ある もの」(情 報公開法5条2号 イ)に 該 当する こと

船舶 の搭載物 は、従前 の操業 上の知識及び経験 に基づ いて培 った ノウハ

ウで あ り、本 文書が 開示 されれ ば、 これ らの ノウハ ウが 競合他 社の知 る と

ころとな り、酢 屋商店 の利益 を害す るおそ れが ある。

イ 「率直な意見の交換若 しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れ」(情 報公 開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

前記第3の3(2)イ に同 じ。

ウ 「当該事務 沖 略)の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼすお それが ある もの」(情

報公 開法5条6号 柱 書 き)に 該 当す るこ と

前記第5の3(2)ウ に同 じ。

第57乙 ③3の 文書について

1文 書の性質及び内容

本文書は、第五十八寿和丸 に搭載されていた無線機器に係る整備 ・試験結果

を記載 したものである。

2不 開示部分に記載 された情報

第五十八寿和丸に搭載 されていた無線機器の型式、製造番号、整備点検 内容、

各試験項 目に係る試験結果 ・判定等
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3不 開示事 由該 当性

前記第56の3(2)に 同 じ。

第58乙 ③4の1(乙 ③4に つき、※4及 び※5部 分 の訂正後の もの}の 文書 につ

いて

1文 書 の性質及び 内容

本文書 は、本件事 故 につ いて、東北運輸 局長か ら旧海 難審判庁 に対 し、 旧海

難審判法 に基づ いて提 出 した報告書 の写 しで ある。

2不 開示部分 に記載 された情 報

(1)「 ※1部 分」 につ いて

報告者 の所 属、氏名。

② 「※2部 分 」 につ いて

第五十八寿和 丸 の船舶番号 、船籍港 、航行 区域等。

(3)「 ※3部 分 」 につ いて

酢屋商店 の所在 地。

(4)「 ※4部 分」 につ いて

第五十八寿和丸 の船長、機 関長の氏名 、住所 。

(5}「 ※5部 分」 について

第 五十 八寿和丸 の船長、機 関長の資格情報。

(6)「 ※6部 分」 について

第五十 八寿和丸 の乗組員 の氏名 、住 所、生死 情報 。

(7)「 その余」 につ いて

C.第 五十 八寿和丸 の捜索 、乗組員 の救助 方法、救助活 動の結果等 。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分 」 につ いて
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|2く

|3く

|4く

ー5く

|6く

|7く

前 記 第52の3(1)に 同 じ。

「※2部 分 」 につ いて

前記 第5の3(2)に 同 じ。

「※3部 分 」 につ いて

前記 第5の3(1)に 同 じ。

「※4部 分 」 に つ いて

前 記 第27の3(1)に 同 じ。

「※5部 分 」 に つ いて

前 記 第27の3に 同 じ。

「※6部 分 」 に つ いて

前 記 第27の3(1)に 同 じ。

「そ の余 」 につ い て

前 記 第46の3に 同 じ。

第59乙 ③5な い し7及 び9の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び内容

僚船の乗組員 の免状 ない し免許 証及 び船員 手帳で あ り、 同船 を所有す る酢屋

商店 の関係者が任意 に提 出 した もので あ る。

2不 開示部分 に記載 された情報

僚 船の乗組員 の氏 名、生年 月 日、本籍 、住 所、各免許等 の内容。

3不 開示事 由該 当性

前記第27の3(1)に 同 じ。

第60乙 ③10の 文書について

1文 書の性質及び内容
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本 文書 は、 旧横浜 地方海難審 判理事所 の海難審判庁 埋事官が 、第五十八寿和

丸 と類似 した構造 を持つ船舶 を利用 して実施 した検 査 に係 る調 書で ある。

2不 開示 部分 に記載 され た情報

前記検 査の内容及 び結 果。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 率直な意見 の交換 若 しくは意 思決定の 中立性 が不 当に損 なわれ るおそれ 」

(情報公 開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

本文書 に記載 され た情報が 開示 されれ ば、本件事故調 査 にお いていかな る

調査 を したかが 明 らか にな り、事故 調査 にお け る関心事 、手法等 が明 らか に

な る ことか ら、 これ を懸 念す る調 査官が 、将 来 にわた って行 われ る同様 の調

査 に際 し、同様の手法 によ り幅広 く情報収集 をす る ことを自制 ・ち ゅうち ょ

し、そ の結果 、調査官 同士、調査官 と委員 、委員 同士 の率直な意見交換 が不

当 に損なわれ 、ひ いて は最終 的な事故 原 因についての意思決 定 の中立性 が不

当 に損なわれ るおそれが ある。

② 「不 当に国民の 間に混乱 を生 じさせるおそれ」(情 報公 開法5条5号}が あ

る もの に該 当する こと

運輸安全委員 会が行 う事故等 の原 因究 明 に関 しては、一般 に社会 の耳 目を

集 め る傾 向にあ ると ころ、調 査段階 にあ って は、幅広 く資料 を収集す る。そ

のよ うに幅広 く収集 され た情報 の うち、第五十八 寿和 丸 と類似 の船舶 を用 い

た調査 に係 る事 項 を開示す る と、記載 された内容 と事 故原 因 との関連 につい

て誤解 や臆測 を招き、 これ に基 づ く報道等 によ り国民 に不 当な混乱 を生 じさ

せ るおそれが ある。

(3}「 当該事務(中 略}の 適 正な遂 行 に支 障 を及 ぼす おそれ があ る もの」(情 報

公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。
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第61乙 ③11の 文書 について

1文 書 の性質 及び 内容

本文書 は、 旧横浜 地方海難審判 理事所 が高等海難審 判庁長官 に対 し、本件事

故 につ いて報 告 した際 の内部 手続 に係 る文書 で ある。

2不 開示部分 に記載 され た情 報

(1)「 ※1部 分」 につ いて

酢屋 商店 の所在地。

② 「※2部 分 」 につ いて

本件事故 関係者 の氏 名、役職。

(3}「 その余」 につ いて

第五十八 寿和丸 の構造 、船籍港等 。

3不 開示事 由該 当性
N

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

前 記 第5の3(1)に 同 じ。

② 「※2部 分 」 につ いて

前 記 第52の3(1)に 同 じ。

(3)「 そ の 余 」 につ い て

前 記 第5の3(2)に 同 じ。

第62乙 ③12の 文書(メ モ リーカ ー ドの 内容)に つ いて

1文 書 の性質及 び内容

本 文書 は、第五 十八寿和丸 以外 の船 舶の本件事故 当時 に係 る レーダー プロ ッ

タ内のデー タで あ り、デー タ 自体 によ り、 当該 船舶が搭載 していた レー ダー プ

ロッタの性能が 明 らか にな るほか、デ ータ解析 によ り、本件事故 当時の 当該船
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舶の航跡 、漁 ろ う状況等 が 明 らかにな る。

2不 開示部分 に記載 され た情報

上記デ ータの 内容。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 当該 法人等又 は 当該個 人の権利、競 争上の地位 その他正 当な利益 を害す

る おそれ がある もの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当す ること

船舶 の搭載物 は、従 前 の操 業上 の知識及 び経験 に基 づ いて培 った ノウハ ウ

で あ り、本文書 が開示 されれ ば、 これ らの ノウハ ウが競合他社 の知 る ところ

とな り、情報 提供者 の利益 を害す るおそれが ある。

② 「率直な意見の交 換若 しくは意思決定の 中立性 が不 当に損 なわれ るおそれ 」

(情報公 開法5条5号)が あ るもの に該 当す るこ と

前記第3の3(2)イ に同 じ。

(3)「 当該 事務(中 略)の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼす おそれ があ る もの」(情 報

公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。・

第63乙 ③14の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本文書 は、第五十 八寿和丸 の搭載物 について、協 力者 か ら聴取 した 口述 内容

を記載 した文書で ある。

2不 開示部 分 に記載 され た情報

(1)「 ※部分 」 につ いて

口述聴 取 を受 けた者 の氏名 、所 属、役職及 び電話番号等 。

② 「そ の余」 につ いて

質 問及 び回答 の内容 。
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3不 開示 事 由該 当性

(1)「 ※ 部 分 」 につ いて

前 記 第33の3(2)に 同 じ。

'

(2)「 そ の 余 」 につ いて

前 記 第36の3(2)に 同 じ。

第64乙 ③15な い し17の 文 書 につ いて

1文 書 の性 質及び 内容

本 文書 は、第五十 八寿和丸 の搭 載 して いた シー ア ンカー に係 る資 料で ある。

2不 開示部分 に記載 され た情報

(1)当 該 シー アンカー の製造 ・販売者 の名称。

(2)当 該 シー アンカー の型式、寸法 、仕様及び使用方 法等。

3不 開示事 由該 当性

(1)上 記2川 につ いて

前記第56の3(1)に 同 じ。

② 上 記2② につ いて

ア 「当該法人等又 は 当該個 人の権利 、競争 上 の地位 その他正 当な利益 を害

するおそれが ある もの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当する こと

当該 シー ア ンカー の寸 法、仕様及 び使 用方法等 は、製造 した法人 の知識

及 び経験 に基 づいて培 った ノウハ ウで あ り、本 文書が 開示 されれ ば、 これ

らの ノウハ ウが競合他社 の知 る ところ とな り、同法人 の利益 を害す るおそ

れが ある。

イ 「率直な意 見の交換若 しくは意思決 定の 中立性 が不 当に損 なわれ るおそ

れ 」(情 報公 開法5条5号}が ある もの に該 当す ること

前記第3の3(2)イ に同 じ。
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ウ 「当該 事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすおそれ が ある もの 」(情

報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第3の3(2)エ に同 じ。

第65乙 ④1の 文書 について

1文 書の性質及び内容

本文書は、第五十八寿和丸 を所有 していた酢屋商店が所有する大中型まき網

漁業寿和丸船団に係る情報等 の資料一式であ り、本件事故調査に際し、酢屋商

店の関係者が任意 に提出した ものである。

本文書のうち、寿和丸船団の就業規則 は、船員法に基づき、第五十八寿和丸

を所有 していた会社が作成 して国土交通大臣に届け出たものであり、当該会社

の寿和丸船団における船員の給料その他 の報酬、労働時間、休 日及び休暇等、

法定記載事項のほか、当該所有会社が個々の事情に応 じて定めた、災害補償や

安全衛生等、福利厚生等に関する条件な どが詳細に記載 されている。

また、本文書のうち、特定の時期にお ける第五十八寿和丸の整備と航海に関

する情報には、当該船舶の航海全般に責任を有す る者が、法に基づき、同船が

航海に支障のない状態であるか等 を点検 した結果 として、当該船舶の船体全般

及び機関全般の健全性、船内に据え置 くべき証書類の有無、救命設備の有効期

間等、燃料や食料の準備についての情報及び当該船舶の船内の安全管理、衛生

管理等 に関する会議の結果 として、船内作業における注意事項や船内生活にお

ける注意喚起 についての情報が、具体的に記載されている。

2不 開示部分に記載された情報

(1)「 ※1部 分」について

資料提出者の所属、氏名。

② 「※2部 分」について
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|4く

第五十 八寿和丸所有 す る法 人の就業規則 の内容。

「※3部 分」 について

第五十 八寿和丸 の乗組 員 の氏名 。

「そ の余 」 につ いて

第五十 八寿和丸 の整備 、安全確 認等 の結果等 。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分 」 につ いて

前記第51の3に 同 じ。

② 「※2部 分 」 につ いて

ア 「当該法 人等又 は 当該個人 の権利 、競争 上の地位 その他正 当な利益 を

害す るおそれ があ るもの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当する こと

漁船 を安 全 に運行 し、十分 な漁獲 を得 るため には、船員 を適 切に配 置す

る必要 があ り、20ト ン以上 の船舶で漁業 を営む場合 には、各総 トン数 に

応 じて 、乗組員 の海技 資格 の種 別、人数が 定め られて い ると ころ、近 年、

漁業 に就 労す る海技士 の不足が 深刻化 して お り、船員 の確 保が漁業会 社の

経営 上の課 題 となってい る。本 文書が 開示 されれ ば、酢屋商店 の雇用 条件

等が 明 らか にな り、そ うなれ ば、酢屋商店 の人材確保及 び労務管理 に係 る

情報が競合 他社 に流 出す る ことにな り、他者 がよ り有 利な雇用条件 を提示

す るな どして人材 を確保 す る ことによ り、酢 屋商店 にお ける人材確保 が困

難 とな るお それが ある。

イ 「率直な 意見の交換若 しくは意思決定の 中立性 が不 当 に損なわれ るおそ

れ」(情 報公 開法5条5号)が あ る もの に該 当す るこ と

前記第3の3(2)イ に同 じ。

ウ 「当該事務 沖 略)の 適正な 遂行 に支障 を及 ぼすお それが ある もの」(情

報公開法5条6号 柱書 き)に 該 当す るこ と
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前記第5の3(2)ウ に同 じ。

(3)「 ※3部 分」 につ いて

前記第43の3(3)に 同 じ。

(4)「 その余」 について

ア 「率直な意 見の交換若 しくは意思決定 の 中立性 が不 当に損な われ るおそ

れ 」(情 報公 開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

前記第3の3(2)イ に同 じ。

イ 「当該事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障を及 ぼすおそれ が ある もの」(情

報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第5の3(2)ウ に同 じ。

第66乙 ④2の 文 書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本文書 は、第五十 八寿和 丸 の完成 図書 の一部 で あ り、本 件事故調査 に際 し、

関係者が任 意 に提出 した もので ある。

2不 開示部分 に記載 された情報

(1)「 ※1部 分 」、 「承認欄 、作成 欄」 につ いて

第五十八 寿和丸 の設計 関係者 の名称及 び姓。

② 「※2部 分 」

第五十八寿和丸 の所有者 の住所

(3)「 その余」 につ いて

第五十八寿和丸 の試験 内容 、試 験成績等。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 ※1部 分」、「承 認欄、作成欄 」及 び 「※2部 分」 につ いて

前記第22の3(1)に 同 じ。

一79一



② 「その余 」 につ いて

ア 「当該法 人等又 は当該個人 の権 利、競争 上の地位 その他正 当な利 益を

害す るおそれ があ るもの」(情 報公 開法5条2号 イ)に 該 当する こと

前記第22の3(2)ア に同 じ

イ 「公 にする ことによ り、率直な 意見の交 換若 しくは意思決定の 中立性が

不 当に損なわ れる おそれ がある もの 」

前記第22の3(2)イ に同 じ

ウ 「不 当 に国民 の 間に混乱 を生 じさせ るおそれ が ある もの」(情 報公 開法

5条5号)に 該 当す る こと

前記第7の3(3)に 同 じ

エ 「当該事 務(中 略)の 適正な 遂行 に支 障を及 ぼす おそれ があ る もの」(情

報公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当す る こと

前記第22の3(2)ウ に同 じ

第67乙 ④3、4、8及 び9の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び内容

本件事故 につ いて、運 輸安全委員会 の事故調 査部 門にお いて調査 をした結果

に係 る報告書 を取 りまとめる段階で作成 された審議報 告書で ある。

2不 開示部分 に記 載 された情報

前記1の とお り。

3不 開示事 由該 当性

川 「公 にする ことによ り、率直な 意見の交換 若 しくは意思決定の 中立性 が不

当に損なわれ るおそれ」(情 報 公開法5条5号)が ある もの に該 当する こと

ア 運輸安 全委員会 にお いて、事故 原 因を調 査 した結 果 を報告書 に取 りまと

めるに当た って は、事故 調査部 門内部 にお いて率 直に意見 を交換 し、検 討
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す る必 要が ある ところ、各文 書 は、そ うした率直 な意見 交換及 び検 討 の基

礎 とされた文書 であ る。各文 書の 内容 が開示 され る こととなれ ば、運輸安

全委員 会 にお いて、報告書 の内容 を最終 的 に確定す る前の段 階で 、検 討 内

容が 開示 され る可能 性 を意識 す る ことによ り、将来 にわた り、率直 な意見

交換及 び意思 決定 の中立 性が不 当 に損なわれ るおそ れが ある。

イ この点、原告 は、前記不 開示部分 に記載 された情報 は、作成 に関わ った

個 々人の意見 が分 か るよ うな書 き方 にな って いな い ことが うかが え ること

を理 由に、 「公 にす る こ とによ り、率 直な意見 の交換 若 しくは意 思決 定 の

中立 性が不 当に損なわ れ るおそれ 」(情 報公 開法5条5号)に 該 当 しな い

な どと主張 す る(原 告第4準 備書 面17ペ ー ジ)。

しか しなが ら、情報公 開法5条5号 は、国の機 関等 の 「内部又 は相 互間

にお ける審議 、検討 又は協議 に関す る情報で あ って、公 にす ることによ り、

率直 な意 見 の交 換若 しくは意思 決 定 の 中立 性 が不 当 に損 なわ れ るおそ れ

(中 略)が ある もの」 を不 開示情報 と して規定 す る ところ、 「審 議、検 討

又 は協議 に関す る情報」 とは、国の機 関等 の事務及び事 業 につ いて意 思決

定が行わ れ る場合 に、そ の決定 に至 るまで の過程 にお いて行 われ る審 議、

検 討又 は協議 に関連 して作成 され、又 は取得 された情報 をい う。そ して、

情報公 開法5条5号 は、 「審 議、検 討 又は協議 に関す る情報 」 を公 にす る

ことによ り、外部か らの圧力や干渉 等 の影響 を受 ける ことな どによ り、率

直な意見 の麦 換若 しくは意思決定 の 中立性 が不当 に損 なわれ るおそれ が あ

るため 、適正な意思決定 手続 を確保 す るた めに不 開示 と した もので ある(総

務省行政管理 局編 「詳解情報 公開法」72及 び73ペ ージ参照)。

このよ うな情報公 開法5条5号 の規 定及びそ の趣 旨 に照 らせ ば、「審議 、

検 討又 は協議 に関す る情報」 は、国の機 関等 によ る意思決 定過程 において

行 われ る審議 、検討 又は協議 に関連 して作成 され、又 は取得 された情報 で
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あれ ば足 り、行 政庁 職員 の個 人 の意見 に限 られ る もので はな く、特 定 され

た 「個 人の意見」 が記載 され て いない ことを理 由 に情報公 開法5条5号 該

当性 を否 定す る原告 の主張 は理 由がな い。

② 「不 当 に国民の 間 に混乱 を生 じさせ るおそれ」(情 報 公開法5条5号)が あ

る もの に該 当する こと

事故原 因 につ いての報 告書 の内容 を、最終的 に取 りまとめる前の、不確 定

な段階で 開示す る と、そ の不確 定な情報 に基づ いて事 実 とは異 なる報道 が さ

れた り、そ れ によ り、国民 に混乱 を招 くおそれ が ある。

(3)「 当該 事務(中 略}の 適 正な遂 行 に支障 を及ぼ すおそれ があ るもの」(情 報

公開法5条6号 柱書 き}に 該 当す る こと

報告書 の内容 を確定 す る前 の段階で 開示 され る可能性 を意識す る ことによ

り、事故 調査部 門内部 にお ける率直な意見 交換や検 討がち ゅうち ょされ る こ

とにな るおそれが あ り、そ うな れ ば、事故 原 因の究 明が 困難 とな り、同種事

故 の再発 防止 策 として有効な提言 をす る ことが不可能 とな って 、運輸安 全委

員会 の事 務の適正な遂行 に支障 を及 ぼすおそれ が ある。

第68乙 ④5の 文書 について

1文 書の性質及び内容

本文書は、本件事故について、運輸安全委員会の事故調査部門において調査

をした結果 に係る報告書を取 りまとめる段階で、審議報告書案に対 して関係先

か ら寄せ られた意見の内容とそれ に対する運輸安全委員会の対応策が記載 され

た文書である。

2不 開示部分に記載された情報

審議報告書案の内容及びこれに対す る関係先の意見 の内容。

3不 開示事由該 当性
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(1)「 公 にす る ことによ り、率直な意見 の交換若 しくは意思決定 の中立性が不

当に損 なわれ るおそれ 」(情 報 公開法5条5号)が ある もの に該 当す るこ と

運輸 安全委員会 にお いて 、事 故原 因を調査 した結果 を報告書 に取 りまとめ

るに当た って は、事故調査部 門 内部 において率直 に意 見 を交換 し、検 討 した

結果 について、 関係者 か らの意 見 を広 く収集 す る必要 が ある ところ、本文書

は、そ う した 関係 者の意見 が記載 され た文書 で ある。本 文書 の内容が開示 さ

れ る こととなれ ば、運 輸安全委 員会 にお いて 、報告書 の内容 を最終 的 に確定

す る前 の段階で 、検 討内容及 び これ に対す る関係者 の意 見が 開示 され る可能

性 を意識す る ことによ り、将来 にわた り、率 直な意見交換 及び意思決定 の 中

立性が不 当 に損なわれ るおそれが ある。

② 「不 当 に国民の 間 に混 乱 を生 じさせる おそれ 」(情 報公 開法5条5号)が あ

る もの に該 当する こと

事 故原 因につ いて の報告 書 の内容 を、最終 的に取 りま とめ る前 の、不確 定

な段階 にお け る関係者 の意見 を開示す ると、そ の不確定 な情報 に基づ いて事

実 とは異な る報道 が され た り、それ によ り、国民 に混 乱 を招 くおそれが ある。

(3)「 当該事 務(中 略)の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼすお それ が ある もの 」(情 報

公 開法5条6号 柱書 き)に 該 当する こと

前記(1)で 述 べ た とお り、運 輸安全 委員会 は、事 故原 因 を調 査 した結果 を

報告 書 に取 りま とめ るに当た って は、事 故調査部 門内部 にお いて率直 に意見

を交換 し、検 討 した結果 につ いて 、関係 者か らの意見 を広 く収集 す る必要 が

ある ところ、本 不開示部分 が開示 され た場合、関係者 が意見 の内容 を開示 さ

れ る可能性が ある ことを意識 し、 また 、運 輸安 全委員 会 にお いて も内部 的な

対応案 が 開示 され る可能性 を意 識す る ことで、それぞ れが率直 な意見 を述べ

る ことをち ゅ うち ょす るおそれ が あ り、そ うなれ ば、事故原 因の究 明が 困難

とな り、 同種事故 の再発 防止策 と して有効 な提 言 をす る ことが不可能 とな っ
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て、将来における運輸安全委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある。

第69乙 ④6の 文書 につ いて

1文 書の性質及 び 内容

本文書 は、本件事故 について、運 輸安 全委員 会 の事故調 査部 門にお いて調査

を した結果 に係 る報告書 を取 りま とめ る段 階で、審議報告 書案 に対 して原 因関

係者か ら寄せ られた意見 の内容 が記載 された文書 であ る。

2不 開示部分 に記 載 された情報

(1)「 ※部分 」 につ いて

意見 を提 出 した原 因関係者 の氏名及 び所属等 。

② 「その余 」 につ いて

審議報告 書案 の内容及び これ に対す る原 因関係者 の意見 の内容 。

3不 開示事 由該 当性

(1}「 ※部分 」が 「特定 の者 に不 当に(中 略}不 利 益を及 ぼす おそれが ある もの」

(情報公 開法5条5号)に 該 当する こと

本件事 故は、複数名が死 亡す るな ど甚大 な被害が発 生 し、 また、社 会 の耳

目を集 め、連 日にわ たって大き く報道 され た もので ある と ころ、事故 の原 因

関係者 に係 る情報 を開示す ると、 これが 、昨今普及 してい るSNS等 を通 じ

て広 く伝 播 され、外部 か ら訪問 を受 けた り郵 送物 を送 られた りす るな どによ

り、不 当な圧力、干渉 、詮 索及 び批判 にさ らされ るな どの不利益 を被 るおそ

れが ある。

② 「その余 」 につ いて

ア 「特定 の者 に不 当に(中 略)不 利 益 を及 ぼずおそれ が ある もの」(情 報公

開法5条5号}に 該 当す る こと
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前記3(1)と 同 じ。

イ 「公 にす る ことによ り、率直な意 見の交換 若 しくは意 思決定の 中立性 が

不 当 に損なわれ るおそれ 」(情 報公 開法5条5号)が ある もの に該 当す る こ

と

運 輸安全委員 会 にお いて、事故原 因 を調査 した結果 を報 告書 に取 りま と

め るに当た っては、事故調 査部 門内部 にお いて率直 に意見 を交換 し、検 討

した結果 につ いて、原 因関係者か らの意見 を収集 す る必要 が あると ころ、

本 文書 は、原 因関係者 の意見 が記載 され た文 書で ある。本 文書の内容が 開

示 され る こととなれ ば、運 輸安全委員 会 にお いて、報告書 の内容 を最終 的

に確 定す る前 の段階で 、そ の検 討 内容 及び これ に対す る原因関係者 の意見

が開示 され る可 能性 を意識 す る ことに よ り、将 来 にわ た り、率直な意見交

換及 び意思決定 の 中立性が不 当 に損なわ れ るおそれ があ る。

ウ 「不 当に国民 の間 に混乱 を生 じさせるおそれ 」(情 報公 開法5条5号)が

ある もの に該 当する こと

事 故原 因について の報告 書の 内容 を、最終 的 に取 りま とめ る前の、不確

定 な段階 にお け る原 因関係者 の意見 を 開示す る と、そ の不確 定な情報 に基

づいて事実 とは異な る報道 が された り、それ によ り、 国民 に混乱 を招 くお

それ が ある。

エ 「当該 事務(中 略)の 適 正な遂 行 に支障 を及 ぼすお それn!あ る もの」(情

報公 開法5条6号 柱 書き)に 該 当する こと

前記イで述べ た とお り、運 輸安全委員 会 は、事 故原 因を調査 した結果 を

報告 書 に取 りま とめ るに当た って は、事故調査 部門 内部 において率直 に意

見 を交換 し、検 討 した結果 につ いて 、原 因関係者 か らの意見 を収集す る必

要が あ ると ころ、本不 開示部 分が 開示 された 場合、原 因関係者が、意見 の

内容 を開示 され る可能性が あ る ことを意識す る ことによ り、率直な意見 を
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述べ る ことをち ゅうち ょす るおそれが あ り、そ うなれ ば、事故原 因の究明

が 困難 とな り、 同種事 故 の再発 防止 策 として有効な提言 をす る ことが不可

能 とな って、将来 にお ける運 輸安 全委員会 の事務 の適正 な遂行 に支 障 を及

ぼすおそれ が ある。

第70乙 ④10の 文 書 につ いて

1文 書 の性質及 び内容

本文書 は、本 件事故 につ いて、運輸安 全委員会 の事故調査部 門 にお いて調査

をした結果 に係 る報告書 を取 りま とめ る段階で 、原因関係者 か ら寄せ られ た意

見 の内容 とそれ に対す る運輸安 全委員会 の対応 策が記載 された文書 であ る。

2不 開示部分 に記 載 された情報

前記1の とお り。

3不 開示事 由該 当性

(1)「 特 定 の者 に不 当に(中 略)不 利益 を及 ぼすお それが ある もの」(情 報公 開

法5条5号)に 該 当する こと

前記第69の3(2)ア と同 じ。

② 「公 にす る ことによ り、率直な意見 の交換若 しくは意思決定 の 中立性が不

当 に損 なわれ るおそれ 」(情 報 公開法5条5号)が ある もの に該 当す る こと

前記 第69の3(2)イ と同 じ。

(3)「 不 当に国民 の間 に混乱 を生 じさせ るおそれ」(情 報公開法5条5号)が あ

る もの に該 当す る こと

前記第69の3(2)ウ と同 じ。

(4)「 当該事務(中 略)の 適 正な 遂行 に支障 を及 ぼす おそれ が ある もの 」(情 報

公 開法5条6号 柱書 き}に 該 当する こと

前 記第69の3(2)イ で述べ た とお り、運 輸安全委 員会 は 、事故原 因を調

一86一



査 した結果 を報 告書 に取 りま とめ るに当た って は、事故調査 部門 内部 におい

て率直 に意見 を交換 し、検 討 した結果 につ いて 、原 因関係者 か らの意見 を収

集 す る必要が あると ころ、本 不 開示部 分が 開示 された場合 、原 因関係者 が意

見 の内容 を開示 され る可能性 が ある ことを意識 し、 また、運 輸安全委員会 に

おいて も内部 的な対応案が 開示 され る可能性 を意 識す る ことで、それぞ れが

率直な意見 を述 べ る ことをち ゅうち ょす るおそ れが あ り、そ うなれ ば、事故

原 因の究 明が 困難 とな り、同種事 故 の再発防止策 として有効 な提 言 をす るこ

とが不可能 とな って、将来 にお ける運 輸安全委員 会の事務 の適正な遂行 に支

障 を及 ぼすおそ れが ある。

第71乙 ④11の 文書 について 、

1文 書 の性質及 び内容

本 文書 は、本 件事故 の調査段 階 にお いて、外部 に委託 して得 られた事故発 生

状況 に関す る解析 結果 のうち、報告 書 には盛 り込 まれなか った情報が記載 され

た文書で ある。

2不 開示部分 に記 載 され た情報

前記1の とお り。

3不 開示事 由該 当性 ・

(1)「 公 にす る ことによ り、率直 な意見 の交換若 しくは意思決定 の 中立性 が不

当 に損 なわれ るおそれ 」(情 報公 開法5条5号)が あ るもの に該 当す る こと

運 輸安全委員 会 にお いて 、事故 原 因を調査 した結果 を報告 書 に取 りま とめ

る に当た って は、最終的 に報告 書 に盛 り込 まれ ない もの も含 めて広 く調 査 を

す る必 要が あ ると ころ、本 文書 は、そ のよ うに して された調 査の うち、最終

的 に報 告書 に盛 り込 まれな かった事項 が記載 され た文書で あ る。本文書 の内

容 が開示 され ることとなれ ば、運 輸安全 委員会 にお いて、報告 書 に盛 り込 ま
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れな い調 査内容 まで 開示 され る可能性 を意識す る ことによ り、将来 にわ た り、

広 く調査 をす る ことが回避 され 、それ によ り、率直 な意見交換及 び意思 決定

の 中立性 が不 当 に損 なわ れ るおそれ があ る。

② 「不 当 に国民の 間 に混乱 を生 じさせる おそれ 」(情 報 公開法5条5号)が あ

る もの に該 当する こと

事故原 因につ いて の報 告書 に盛 り込 まれ なか った 内容 を開示す る と、そ の

内容 について事実 とは異な る報道 が され た り、それ によ り、国 民に混 乱 を招

くおそれ があ る。

(3)「 当該 事務(中 略)の 適正 な遂行 に支 障を及 ぼす おそれ があ る もの」(情 報

公開法5条6号 柱 書 き)に 該 当する こ と

報告 書 に盛 り込 まれな い 内容 まで 開示 され る可能 性 を意識 す る ことによ

り、広 く調査 を行 うことや事故調査部 門 内部 にお ける率直な意見交換や検 討

が ちゅ うち ょされ る ことにな るおそ れが あ り、そ うなれ ば、事故原 因の究 明

が 困難 とな り、 同種事故 の再発 防止策 と して有 効な提言 をす る ことが不可 能

とな って 、運 輸安全委員会 の事務 の適正 な遂行 に支障 を及 ぼす おそれが ある。

第72情 報公 開法5条1号 本文 の意義

1被 告準備書面(11)(4及 び5ペ ー ジ)で 述べ た とお り、情報公 開法5条1号

本 文 の 「他 の情報 と照合す る ことによ り、特定 の個人 を識別 す る ことが でき る

こととな る もの」 にい う 「他 の情報」 には、公 知の情報や 図書館等 の公共 施設

で一般 に入 手可能 な ものな ど、一一般 人が通常入 手 し得 る情報 のみな らず 、当該

個 人 の近親者 、地域住 民等 で あれ ば保 有 して い る又 は入 手可 能で ある と通 常考

え られ る情報 も含 まれ る と解 され る。 そ して 、東京高等裁判 所平成26年10

月9日 判 決(判 例 秘書 登載)は 、 「一般 に容 易 に入 手す る こ とがで きる情報 ばか

りで はな く、当該個 人 の関係 者が入 手可能で あ ると通常考 え られ る情報 と照合
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す る こ とによ って、特 定個 人 を識別 す る ことが で きる情報 であれ ば、法(引 用

者注:情 報 公開法)5条1号(個 人識別 情報)に 該 当す る」 と判示 して いる。

2こ の点、本件 にお ける不 開示部 分 の情報公 開法5条1号 該当性 について は、

被告準備書 面(11)(8な い し21ペ ー ジ)で 述べ た とお りで あるが、何 人 も情報

公 開請求 をする ことが でき る ことに照 らせ ば、当該個 人が所 属す る法 人の大小

にかかわ らず 、当該個 人が所 属す る法 人の関係者 が入手可能 であ ると通 常考 え

られ る情報 と照合 す る ことによ って特定個 人 を識別 す るこ とが でき る情報 で あ

れ ば、情報公 開法5条1号 の個 人識 別情報 に該 当す ると解すべ きで ある。

3そ して、 乙①64等*1に 係 る当該個 人が所 属す る法人 は、当該 法人 の社員 な

い し組合 員 は20名 に満たな い小規模な もので あって 、関係者が入 手可能で あ

ると通常考 え られ る情報 と照合 す ることによ って、特定個 人 を識別 す る ことは

よ り容易 である と認 め られる。

また 、そ の余 の法 人 は、従 業員 数が 比較 的多 い法 パ2で は ある ものの 、 この

よ うな法 人は、それぞれ の組 織が部 門な い し地域等 で細分化 されて いる ことに

照 らせ ば、 いず れ に して も、 当該個 人が所属す る部 門等 の所属 人数 は多 くはな

く、当該個人が所 属す る法 人の関係者 が入 手可能 であ ると通常考 え られ る情報

と照合 す る ことで 、特 定個 人 を識別 す る ことが でき るといえる。

以 上

*1乙 ①64、 乙②28、 乙②31、 乙②37、 乙②38、 乙②40な い し43、 乙②53、

乙③1、 乙③14、 乙③15、 乙④1及 び 乙④6。

*2乙 ①8に 係 る法 人 の社 員 数 は約200人 、 乙③1に 係 る法 人 の社員 数 は 約1500人 、 乙

①34等 に係 る法 人 の写 真 数 は約3000人 超で ある 。
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